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令和４年 第３回相楽東部広域連合議会定例会 

 

日時 令和４年１２月９日（月） 

  ９：３０～１４：５１ 

～速記録～ 

◎ 議長（岡田 勇） 

 皆さん、おはようございます。議員の皆様には、何かとご多忙のところご出席を賜り厚

く御礼申し上げます。本定例会に付議されました案件については、円滑な議事の運営にご

協力のほどをお願い申し上げます。最初に、傍聴席より新聞社の方が撮影をしてもいいか

ということがございました。差し支えのないことなどは許可しますと申し上げましたので、

その点だけ皆様方にご理解の方をよろしくお願いを申し上げます。ただいまから、令和４

年第３回相楽東部広域連合議会定例会を開会します。連合長、挨拶。 

 

◎ 広域連合長（堀 忠雄） 

 皆さん、おはようございます。本日は、令和４年第３回相楽東部広域連合議会定例会を

お願い申し上げましたところ、議員の皆様におかれましては大変お忙しい中、ご出席をい

ただきまして本当にありがとうございます。さて、現在、新型コロナウイルス感染症の新

規陽性者数は増加傾向に見られ、季節インフルエンザとの同時流行も懸念されていること

から、発熱患者の増加への警戒が必要でございます。引き続き、感染状況を注意深く見守

っていく必要がありますが、皆様におかれましても新型コロナウイルスワクチンの早期接

種の検討や正しいマスクの着用や小まめな手洗いなど、基本的な感染対策の徹底にご理

解・ご協力を賜りたいと考えております。さて、本定例会におきましては、令和３年度決

算認定、第２号の補正予算、並びに京都府市町村職員退職手当組合規約の変更の件につき

ましてご審議をお願い申し上げるものでございます。何とぞよろしくご審議をいただきま

して、ご議決を賜りますようお願い申し上げます。本日は、誠にご苦労さまでございます。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 これより、本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配付したとおりです。な

お、平沼副連合長から欠席の届けが出ております。日程第１、議席の指定を行います。議

席は、ただいまご着席のとおりとします。日程第２、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２１条の規定により、３番、頭鬼久雄議員、４番、井上

武津男議員を指名します。なお、以上の両議員に差し支えのある場合には次の議席の議員

にお願いを致します。日程第３、会期の決定を議題と致します。お諮りいたします。本定

例会の会期は、本日１日間としたいと思います。ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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◎ 議長（岡田 勇） 

 異議なしと認めます。したがって、会期は本日１日間と決定いたしました。日程第４、

閉会中の委員会調査報告を求めます。初めに、総務厚生常任委員長、梅本章一議員。 

 

◎ 総務厚生常任委員長（梅本 章一） 

 皆さん、おはようございます。それでは、総務厚生常任委員会からの報告を行います。

本委員会は、１１月１８日午前９時３０分から和束町体験交流センター会議室において開

催をさせていただきました。まず、令和４年第３回相楽東部広域連合議会定例会の概要と

して、京都府市町村職員退職手当組合規約の変更の件、令和３年度一般会計決算概要につ

いての説明を受けました。主な質疑では、衛生費のうち、塵芥処理費や施設整備費の委託

料についての質問が出されました。次に、令和４年度一般会計補正予算（第２号）（案）の

説明を受けました。最後に、その他としまして、ＧＩＧＡスクール構想による国の支援策

の創設に関する意見書の件及びクリーンセンター安全対策工事に係る状況について、それ

ぞれ報告を受け、その後、相楽東部クリーンセンターにおいて状況の視察を行いました。

以上、１１月１８日に開催いたしました総務厚生常任委員会からの報告を終わります。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 続きまして、文教常任委員長、畑 武志議員。 

 

◎ 文教常任委員長（畑 武志） 

 皆さん、改めましておはようございます。文教常任委員会からの報告を行います。本委

員会は、１１月１８日午後１時３０分から和束町体験交流センター会議室で開催致しまし

た。まず、令和４年第３回相楽東部広域連合議会定例会の概要について、京都府市町村職

員退職手当組合規約の変更の件及び令和３年度一般会計決算概要についての説明を受けま

した。主な質疑では、南山城小学校、笠置中学校及び和束中学校の日本語学習指導につい

て、また、各町村の文化財保護委員会の活動についての質問が出されました。次に、令和

４年度一般会計補正予算（第２号）（案）についての説明を受けました。主な質疑として、

南山城村図書室エアコンの増設についての質問等が出されました。最後に、その他として、

ＧＩＧＡスクール構想による国の支援策の創設に関する意見書の件及びクリーンセンター

安全対策工事に係る状況について、それぞれ報告を受けました。以上で、１１月１８日に

開催されました文教常任委員会からの報告を終わります。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 以上で報告を終わります。日程第５、一般質問を行います。質問時間は、答弁を含め３

０分以内ですので、質問及び答弁は簡潔明瞭にお願いをいたします。一般質問は通告制で
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すので関連質問は許可しません。６番、鈴木かほる議員の発言を許します。 

 

◎ ６番（鈴木 かほる） 

 ６番議員、鈴木かほるです。議長の許可を得ましたので、通告書に沿って質問します。

なお、私が出した文書とちょっと違うところがあったので、私が出した文書に沿って質問

をします。１つ目、学校体育館にエアコン設置を。教室に空調施設が整いました。体育館

も体育授業や学校行事、社会スポーツ、災害時には避難所としても使われます。気候変動

の中、空調設備は欠かせないものとなってきました。特に、窓のない南山城小学校の体育

館は急ぎます。国の緊急防災・減災事業を活用すれば、自治体負担は軽減されます。順次、

計画的に空調、エアコン設備をすべきではありませんか。２つ目、学校給食の費用補填を。

近頃の異常な物価高騰の中、給食の質を落とさないためには、給食の食材費、光熱費など

への補填が必要です。相楽内でも給食費の値上げ、補填がされています。給食費無償の３

町村でも、給食費加算をする必要があると考えます。それぞれの実態を調べ、早急に対応

すべきではないですか。３つ目、子どもの権利条約を生かしたクラブの取組を。文科省の

校則の見直しから、１年余りたちました。子どもの意見表明権、ジェンダー平等などの観

点から、さらに校則の議論は深まっていると期待します。笠置中学校では、今年度から女

子用のスラックスが制服として取り入れられました。昨年９月には、両中学校の女子トイ

レに生理用品も置かれました。子どもたちの学びの中心に、子どもの権利が置かれること

を願い質問します。教師の働き方改革の中で、中学クラブ活動に外部講師をというのが来

年度４月から本格的に始まります。学校教育の中のクラブ活動の位置づけ、生徒の願いを

受け止めどのように解決するのですか。以上です。続きは、席に戻ってやります。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 鈴木議員、ちょっとお尋ねします。先ほど来、質問の違う場所があるとおっしゃいまし

たね。それは、開会する前に時間があるので、どこが違うのかということを。 

 

◎ ６番（鈴木 かほる） 

 小さい言葉の誤植ですから。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 それならそれで、そんなことをあまりあれしないでください。はっきりしたことを。そ

れじゃないと質問と違っていたら回答が違いますので、よろしくお願いします。教育長。 

 

◎ 教育長（岡田 善行） 

 皆さん、おはようございます。鈴木議員の一般質問、「体育館エアコン設置」についてお

答えします。学校での体育館の使用状況ですが、体育の授業、クラブ活動、儀式、学校行
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事など様々な活動で使用しています。また、夜間や土日等の休日には、社会体育でも活用

されています。活用にあたっては、空調設備があることは望ましいことだと思いますが、

必ずしも必要かといえば費用対効果も考えると、これらのことは工夫することで善処でき

ると考えています。例えば、小学校では夏場の体育授業をプールで行うことや、中学校で

はドアを全開し送風機を使用しながら実施し、教室のエアコンを使いながら暫時休憩を入

れるなど、健康面に配慮しながら行います。また、暑さ指数を常に計測し、体育館での授

業ができない場合は保健の授業に切り替えることとしています。南山城小学校の体育館の

現状は、承知しております。夏場の状況については、今のところ先ほど述べましたように

工夫しながら対応できていると聞いております。そのほか、夏休みの部活では朝の涼しい

時間帯に行うこと、社会体育においては夜間に使用されています。災害時の避難場所とし

ての使用に際しては、教育委員会だけでは回答できませんので、各町村と協議致します。

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。次に、「学校給食費の費用補填」についてお答

えします。物価高騰に伴う学校給食への影響は、議員ご指摘のとおりです。現在の給食単

価は、給食無償化事業の始まった平成３０年度に設定されたものです。平成３０年度と現

在の食材比較では、米や牛乳、パン等の主食、肉、魚介類、野菜等の副食を合わせた食材

の平均上昇率は約８％です。また、光熱費は約４％値上がりしています。このような物価

の上昇に対し、調理現場では様々な工夫を凝らして対応しているところです。具体的には、

国が定める学校給食摂取基準に基づく栄養価を考えた上で、例えば、流通量が豊富になり

価格の安定する旬の野菜や肉類でも、比較的価格が安価な鶏肉を使うなどの努力をしてい

ます。しかしながら、昨今の急激な物価高騰を鑑み、子どもたちにこれまでどおりのおい

しく、子どもたちが笑顔になる給食を提供するためには、来年度の給食単価の見直しを念

頭に検討してまいりたいと考えております。最後に「中学校の部活動の移行」についてお

答えします。教師の働き方改革を進めているところですが、中学校における部活動の意義

は大変大きいものです。よって、部活動は教育課程外ではありますが各学校において精力

的に取り組んでいますし、今後も取り組みたいと考えています。しかし、急激な少子化に

より部員の減少問題、それに伴う部の存続や活動の在り方の問題があり、生徒が望む活動

ができないという状況が全国的に広がりつつあります。それゆえ、文部科学省、スポーツ

庁、文化庁から、生徒が望む活動を地域において保障するという方向が示され、次年度か

ら３年間で中学校の部活動を地域に移行する方針が出されました。これを受け、次年度か

ら順次移行するにあたり管内の小学校４年生以上にアンケートを行いました。その結果、

小学生の７８％が地域スポーツクラブに参加したい、中学生の６６％が地域移行に賛成し

ています。よって、次年度は休日の活動のみ、一部の部活動を対象に地域指導者及び希望

する顧問を指導者として行えるように考えているところです。以上になります。よろしく

お願いいたします。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 
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 ６番、鈴木議員。 

 

◎ ６番（鈴木 かほる） 

 順次、質問していきたいと思います。実は、この体育館の空調については村の議会でも

言いました。そのときには、何を前面に出して話をしたかといったら、地域の避難所とし

ての機能、その大切さということで言いました。そのときに、緊急防災・減災事業という

のを今やられてまして、それが東日本大震災のときから始まった事業ですけど、あのとき

に学校の体育館の大切さというのがよく分かったと思うんですけど、それで始まった事業

が延長されて令和７年までになっているんです。もし、その事業を利用するとしたら、今

が申請のぎりぎりではないかなという気がするんです。先ほど、災害時のことについては

各町村と、という話でしたけれども、特に、南山城小学校、四角い箱に出入口があるだけ

という状況ですね。この頃、コロナで私たち入学式、卒業式にも行ってませんけども、本

当に寒い中での授業です。音楽なんかの外部からの人を招いてのときも、本当に震えなが

らお母さんたちも聴いていました。という状況の中で、その寒さも問題だし、それから今、

暑さ対策ということで各小学校にエアコンも入った。そんな中で、学校の始まりが８月の

終わり頃から学校が始まると、学校現場で何が重視されてその時間を使われているかとい

ったら、やっぱり運動会の練習なんです。運動会の練習は、最初の方の練習は屋内の練習

が中心になってきます。その暑いときに、暑い体育館しかないというのが南山城小学校の

現状です。そういうことを考えていただきたいのと、それから各教室にエアコンが３町村

で入りましたけれども、入ったのも一斉に同時に入ったわけではありません。南山城小学

校のエアコン問題を取り上げながら、私も議会で言ってたんですけど、笠置はそのときに

は、うちは川端で涼しいから要らないという話やったんです。最初は。でも、やがて笠置

小学校も要るということで、だから事業の時期がちょっとずれていますよね。だから、各

町村の話も聞きながら、私はできるところから防災・減災事業の計画が、国の計画がある

間にお願いしたいなと思っています。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 教育長。 

 

◎ 教育長（岡田 善行） 

 おっしゃることはよく分かります。確かに夏は暑いですし、そういったところでの授業

というのは本当に大変です。ですが、運動会の時期の体育館の使用という頻度をもう少し

調べないと、実際にはグラウンド等でやっておりますし、期間もそんなに長くはないとい

うふうに考えてます。小学校はプール授業がメインになっていますので、そういったこと

もありますので、そのことを精査しながらちょっとまた考えていきたいなというふうに考

えています。それと防災については、先ほども答えましたけども、教育委員会だけでは判
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断できませんので、今聞いているところによると、ヒーターだとか簡易のクーラーを使っ

て対応するというふうに聞いていますし、そういったところでまたちょっと検討させてい

ただきたいなと思いますし、考えていきたいと思います。以上です。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ６番、鈴木議員。 

 

◎ ６番（鈴木 かほる） 

 小学校のプールは、９月にはありませんよ。１学期で終わっています。だから、暑いか

らプールを使うという授業はあり得ないと思います。それから、運動会の練習というのは、

最初は屋内です。いきなり暑い運動場に出て練習するということはほとんどありません。

それから、先ほど言った防災・減災事業ですけど、ご存じやと思うんですけども、充当率

１００％です。地方交付税、それでまた返ってくるんですけども、結局自治体の負担は３

０％だけになるんです。だから、もし３，０００万円の事業だったら１，０００万円ぐら

いでできるということなんです。その例として、ご覧いただいたと思いますけど、八幡の

例を提示させてもらいました。八幡では、ほとんど全部の学校に行き渡るような状態にな

っているんです。しかも、これはプロパンガスがいいということが八幡でも結論づけられ

ました。実際に八幡の様子を聞いてもらえましたか。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 教育長。 

 

◎ 教育長（岡田 善行） 

 実際に八幡の方の話は聞いておりません。ですが、多くの市町村がこの問題についてど

うするのかというところで今検討されている中で、うちで早急につけるというふうには今

判断しておりません。今、答弁させていただきましたとおり、費用対効果も考えて、でき

るところから工夫しながらというふうに考えていますし、ただ年々暑くなっていることは

事実ですので、そのことは考えていきたいなというふうに思っています。以上です。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ６番、鈴木議員。 

 

◎ ６番（鈴木 かほる） 

 今日、答弁されたから、この話は終わりじゃなくて、ずっと検討するということでは考

えていっていただきたいと思います。次、２つ目、学校給食ですが、来年度からというこ

とですね。小学校の栄養管理士さんのデータは全部教育委員会の方に上がっていると思い
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ます。そういうデータが公表されているのは、和束の給食センターだけなんですよね。見

ていたら。私の手元にあるものはちょっと古いんですけれども、和束の給食センターでは

毎月幾らのお金がかかっているというデータがきちんと出ていますが、南山城小学校では

今まで言うても出てこなかったんです。業者委託しているということもあるんかも分かり

ませんけども、だからデータそのものを和束にあるように物品購入、何月は何にどれだけ

使ったとか、それからそれに対する予算・決算みたいなものをこれからは公表もしてほし

いなと思うのですが、それはどうでしょう。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 城野学校教育課長。 

 

◎ 学校教育課長（城野 成子） 

 お答えいたします。南山城給食センターですけれども、南山城小学校、笠置中学校、そ

して南山城村の保育所の分も一括で買っているというふうなこともございまして、はっき

りと小学校の分、中学校の分というかたちで分けることができない状況でもございます。

ですので、今後、食材の購入等の方法とか考える必要もあるかと思っております。ですの

で、ちょっと細かく詳しい金額が出せないという状況にもございます。ご理解いただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ６番、鈴木議員。 

 

◎ ６番（鈴木 かほる） 

 あのね、かつて私が学校の給食費無償化を言うてたときに、教育委員会の事務の方たち

の説明、それが今のやつですよ、理由が。そのときに一本の大根を、その当時、私、何回

もその説明をされたから覚えていますけど、一本の大根をこれだけ分が保育園で、これが

小学校で、これが中学校なんて分けられませんよと、だから給食費の中身については、は

っきりできないんですと言われたんですけども、それが保育園の分とか言うてできないの

であれば、せめて小学校にある給食センターの全ての金額がどうかという、それぐらいは

できるんじゃないかなと思うんですけど。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 城野学校教育課長。 

 

◎ 学校教育課長（城野 成子） 

 お答え致します。確かに今、鈴木議員がおっしゃったとおり一括で買っておりますので、
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そういうふうに分けるということが難しいということも分かっております。全体的な金額

としては、食材費、幾ら買ったとかいうのは分かりますので、その分についてはまた検討

したいと思っております。また、はっきりとこの分ですと分かるようにするためには、食

材の購入方法の変更等、検討も考えなければいけないと思います。その分につきましては、

村の保育園の担当課とかを通じての協議となるかと思いますのですみません、ご理解いた

だきたいと思います。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ６番、鈴木議員。 

 

◎ ６番（鈴木 かほる） 

 来年から、４月から給食費の費用の補填をすると、そういうお答えだったのでよかった

なと思うんですけど、現に困っているのは今なんですよ。栄養管理士さんは何とかやり繰

りしてますと言うてたけども、食材費が上がって一般家庭でも困っているというのは世の

中の常識で、しかも、例えば、木津川市では給食費、幼稚園、村で言うたら保育園ですね。

１食当たり１０円。それから小学校で２０円。それから中学校で３０円というふうに金額

を決めて、町が補填するというのが出てます。それから精華町の場合は、結局、値上がり

する分が保護者負担が増えるということになっての結論になっているんですけども、やっ

ぱり４月以降も大事なんですけど、今考えてほしいなと思います。まだ３学期ありますか

ら。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 城野学校教育課長。 

 

◎ 学校教育課長（城野 成子） 

 お答えいたします。確かに食材費が上がっておりますので、補填等も考えないといけな

いと思いますが、今のところ現場の方で工夫して対応してもらっておりますので、それで

おいしい給食をつくってもらうように現場頑張っておりますので、ご理解いただきたいと

思います。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ６番、鈴木議員。 

 

◎ ６番（鈴木 かほる） 

 どれぐらいの補填というか、値上げを考えているのですか。金額。 
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◎ 議長（岡田 勇） 

 教育長。 

 

◎ 教育長（岡田 善行） 

 現在、小学校で２５０円、中学校で２７０円の予算でやっております。４月から、これ

では対応できないので１０％程度、金額にして約３０円を上げていただきたいなと、これ

は毎年毎年上げるというわけにはいかないので、３０円上げてもらったらしばらくの間は

と、物価の変動にもよるんですけど、行けるかなという見込みで３０円ということをお願

いしたいなというふうに考えています。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ６番、鈴木議員。 

 

◎ ６番（鈴木 かほる） 

 では、３つ目の質問に行きたいと思います。子どもの権利条約ができたのが１９９４年

ですから、今から２８年前に国は批准したんですけども、やっとこの６月に「こども基本

法」というのができましたね。その「こども基本法」の中で大事なことが幾つかあるんだ

けれども、一番私が大事だなと思うのは子どもの意見表明権だと思うんです。かつて、笠

置中学で制服を直してくれたように、これ去年度の分なんですけど笠置中学校の生徒に対

するしおりなんです。これも、やっぱりできたら子どもの意見も反映させながらというか、

やり方は学校で考えてもらったらいいと思うんですけど、もう一点、先生に言われて守る

約束じゃなくて、自分たちで一緒に合意してできた約束なんだ、となるような、そういう

取組をぜひこれからもしてほしいなと思います。それからクラブ活動ですけれども、学校

教育の中のクラブ、外に出してしまうんじゃなくて、学校教育の中でやるクラブの意味と

いうのも大きいと思うので、その辺はどう考えておられますか。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 教育長。 

 

◎ 教育長（岡田 善行） 

 学校の校則については、見直しをかけるように指示していますので、今取り組んでいっ

てもらっていると思います。さらに、取組にあたっては教員側が決めることなく、子ども

と相談しながらというふうなことも指示しています。部活動についてはおっしゃるとおり、

これ教育意義がすごく大きいものです。ですので、一気に外に出してしまうということで

はないです。ですので、日々通常は学校の中で部活をします。来年度については、土日の

休日のどちらか一日を外に出していくと、ただし、これも中学校教員は部活をしたいとい
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う教員も多々おりますので、兼業・兼職をかけながら、即手放してしまうということでは

なしに、徐々にというふうに考えています。ですが、時代の流れですので、いずれは開か

れた学校ということもありますから、地域で子どもたちを育てていくというふうな方向に

シフトしていくというふうに考えています。以上です。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ６番、鈴木議員。 

 

◎ ６番（鈴木 かほる） 

 クラブの性格そのものも変わってくるんじゃないかなと思うんです。競ってどこかで１

位になりました、２位になりましたという話だけじゃなくて、やっぱりクラブの中でつく

られていく人間関係というか人格形成というか、そういう役割が前面に出てくるんじゃな

いかなと期待しているんですけども、特に、この東部３町村でスポーツクラブすぐそこに

使えるところがあるかといったら、ないですよね。外部の講師に来てもらえるかといった

ら、そんなにないと思うんです。だから、しかもそういう外部のところに行こうと思った

ら、費用もまたかかってくるようになりますので、それも併せて考えていってほしいなと

思うんですが。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 教育長。 

 

◎ 教育長（岡田 善行） 

 おっしゃるとおりです。他市町と連合の状況は違いますので、うちの部活移行のコンセ

プトは、和束中学校、笠置中学校が一緒になって部活をするというところに持って行って

います。ですので、全てのクラブが一緒にできるわけではないですが、一部のクラブを笠

置中学校、和束中学校で土曜日か日曜日かどちらかですけども一緒にやりましょうという

ところから、両中学校が一緒になってやっていける、中中連携のことを視野に入れながら

出していくというふうなことで考えていますので、あともう一つは、地域独自の具体的に

いうとカヌーであるとか自転車であるとかボルタリングであるとか、そういった種目がそ

れぞれのまちの独自性としてあるので、こういったところを、今それは中学校に現にない

クラブですけども、そういったことも視野に入れながら、そういうことも年に何回かは一

緒にできたらなというようなことも考えています。ですので、一気に手放してしまうとい

うことではないので、徐々にしていきたいというふうに考えています。以上です。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ６番、鈴木議員。 
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◎ ６番（鈴木 かほる） 

 最後の話になりますが、今、本当に子どもの意見表明というか、それを大事にしようと

いうことで言われています。それと合わせて、それを保証するためには、先生たちが時間

的にゆとりをもって、先生自身のいろんな発言というか、それも尊重されるような学校に

なっていくということが非常に大事やなと思いますので、これで質問は終わりたいのです

が、教育長、もしそれについてお考えがありましたら、一言お願いします。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 教育長。 

 

◎ 教育長（岡田 善行） 

 こども家庭庁ができて、子どもたちの意見表明権というのが言われてますので、そのと

おりだというふうに思いますので、子どもたちが学校の中で自由に発言できる、考えるこ

とを言えるというような学校を目指してやっていきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ６番、鈴木議員の質問が終了いたしました。続きまして、１番、村山一彦議員の発言を

許可します。村山議員。 

 

◎ １番（村山 一彦） 

 和束町の村山でございます。議長の許可を得ましたので、これより通告に基づき一般質

問をさせていただきます。最初にＰＴＡの在り方についてお尋ねします。今年に入り、京

都市ＰＴＡ連絡協議会会長が、日本ＰＴＡ全国協議会からの退会を提案されました。奈良

市ＰＴＡ連合会、高知市小中学校ＰＴＡ連合会も、県Ｐから既に退会されています。地域

により諸事情はあると思いますが、我々はＰＴＡについてあまりにも知らない。そこで、

基本的なことをお聞きします。和束町の小中学校、どちらかで結構です。１、ＰＴＡは自

動入会なのか、任意なのか。２、会費は幾らですか。３、上部団体に日本ＰＴＡ全国協議

会、京都府ＰＴＡ協議会、市町村ＰＴＡ連合会がありますが、分担金は生じているのです

か。答弁願います。次に、ごみ問題についてお尋ねします。これは、新聞記事に基づいて

の質問になります。１、２０２０年７月に、東部広域連合がまとめたごみ処理基本計画で

は、（１）、民間委託、（２）、木津川市と精華町を含めた相楽郡広域での処理、（３）、新施

設の整備、（４）、既存施設の再稼働の４案が示されているが方向性は決まったのか。２、

他の自治体で焼却施設を持たない自治体はどれぐらいあるのか。３、２０１９年の稼働休

止前に、稼働の延長を地元に打診とあるが、いつ頃から打診されたのか。４、現在、ごみ
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処理を委託している三重中央開発とは５年契約ということだが、その後の計画は。以上、

答弁願います。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 教育長。 

 

◎ 教育長（岡田 善行） 

 村山議員の一般質問「ＰＴＡの在り方」についてお答えします。ＰＴＡは、社会教育法

第３章第１０条で規定されている「社会教育関係団体」で、保護者と教職員により構成さ

れています。保護者・教師が対等の立場で関わり、自主的な組織によって運営される任意

団体ですから、加入は個人の意思によるものです。現在、連合管内では全世帯・全教職員

が加入しています。加入に当たっては、各校とも入学説明会時に任意加入であることを伝

えるようにしていますが、意思確認をするところまではできていませんので、今後は徹底

するようにしたいと思っています。会費については、２００円から４００円の負担になり

ます。また、上部団体（相楽地方ＰＴＡ連絡協議会）への分担金は均等割と会員数割の合

計を納入しています。具体的な数字で言いますと、和束小学校ですと児童生徒数１１０人、

会員数９５人、分担金は均等割が２，０００円、会員数割が１万６，１５０円、合計１万

８，１５０円を分担金として納入しております。以上になります。よろしくお願いいたし

ます。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 堀連合長。 

 

◎ 連合長（堀 忠雄） 

 村山議員のご質問について、お答えをさせていただきます。１つ目の「ごみ問題の方向

性」についてのご質問でございますが、最後の４つ目の質問と、最後にまとめて答弁させ

ていただきたいと思います。まず、２つ目の「焼却施設を持たない自治体はどれぐらいあ

るのか」というご質問につきましては、環境省が令和４年３月に公表しております資料に

おきまして、令和２年度時点で５００を超える市町村または一部事務組合において、民間

委託も含め、市町村・事務組合以外で処理されている状況でございます。民間委託されて

いるのは、府内であれば南丹市・京丹波町で構成される船井郡衛生管理組合のほか、奈良

県斑鳩町も同様に民間委託されていると伺っており、人口減少が進展し、老朽化した社会

資本の維持管理・更新コストが増大する中で、こうした状況は増えつつあるのではないか

と考えています。「地元に対する稼働延長の打診」について、でございますが、やはり地元

の了解をいただくことが何よりも大切であると考えております。特に、これまでお世話に

なっておりました施設がある下島区に対しましては、２０１６年からやり取りを開始して
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いたものの、実質的には２０１８年の９月頃から撰原区をはじめ、ほかの地区についても

以降順次、これまでのお礼や稼働継続のための依頼・協議をしてきたところであります。

クリーンセンターは休止中であるものの、施設は現存する状況にありますので、今後とも

地元とは何らかの変更等がある場合には、できる限り早期に、また、丁寧に説明等を行っ

てまいりたいと考えております。最後に、１つ目の「ごみの問題の方向性と民間事業者へ

の委託契約後の計画」について、でございますが、議員ご指摘のとおり、令和２年７月に

策定致しました一般廃棄物処理基本計画では、今後の可燃ごみ処理の方向性として、１つ

目に現施設の再稼働を見据えた基幹的設備の改良、２つ目に新たな焼却施設の整備、３つ

目に広域処理、最後に民間委託の４案が提示されているところであります。また、現在は

三重県伊賀市との協定に基づき、民間事業者への委託により一般廃棄物の処理を行ってい

るところでございますが、来年度末には５年間の契約期間が到来する見込みとなっており

ます。先ほどの４つの案について検討を進めてきていたところではございますが、新施設

の整備や現有施設の再稼働などについては、議員もご承知のとおり、多くのいろいろ課題

が多く、その実現には大変難しい状況にあります。そのため、現時点の方向性と致しまし

ては、民間処理を継続する選択肢しか残っていない状況にございます。来年度以降の契約

に向けては、地元との調整や伊賀市との協定に係る調整のほか、燃料費について物価高騰

の影響が出てくる可能性もありますので、委託に係る経費がなるべく上がらないよう、民

間委託しているほかの自治体などの状況も踏まえつつ慎重に準備をしてまいりたい、この

ように考えているところであります。以上、村山議員からいただきましたご質問にお答え

をさせていただきました。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 １番、村山議員。 

 

◎ １番（村山 一彦） 

 ありがとうございました。それでは、最初に教育長の方でＰＴＡについてお聞きしたい

と思います。この６日の日の新聞にも載っていました。伊根町が、全小中ＰＴＡ、与謝と

府から脱退というようなことが載っていました。先ほどお話しさせてもらったように、全

国的に上部団体からの脱退の動きが出ております。それで、先ほど分担金の件は金額的に

和束町はさほど大きな金額ではないと思うんですけども、この全Ｐというんですか、全国

のここら辺の役員さん、本来ＰＴＡはボランティアです。大体そういうような上部組織に

なれば、理事長なり何やらがおられて報酬をもらっているようなケースもあろうかと思う

のですが、これについて決算書等で確認はできておりますか。全くみんな無報酬でやって

おられるのか、その辺の確認をお願いしたいのですが。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 
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 教育長。 

 

◎ 教育長（岡田 善行） 

 お金の決算書の確認については出されているのですが、学校内やそれほどしっかり見て

いるということはないです。決められた金額を、決められたように支払っていくというよ

うなかたちになっております。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 １番、村山議員。 

 

◎ １番（村山 一彦） 

 やはり今、脱退されている方の学校の話を聞きますと、上の方では何をしているのか分

からないというようなことで、実際、単Ｐの意見を吸い上げて国に要請をしているような

事実はないらしいんです。勝手に全Ｐあたりが、国の方に要請をしているということで、

意識の乖離が生じているということで脱退をされていると思うんです。だから、教育長個

人的な考えをお聞きしたいのですが、単Ｐは絶対必要だと思います。郡Ｐぐらいまでは何

とか大丈夫かと思うのですが、府Ｐ、そして全Ｐ、そういうところは必要性はないと思う

んですが、教育長の考えはどうですか。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 教育長。 

 

◎ 教育長（岡田 善行） 

 私、個人的な考え方でお答えさせていただきます。１つは、単Ｐはおっしゃるとおり、

地域の保護者や地域の方々と一緒になって学校をつくっていくという意味では、これはな

くてはならないものだというふうに考えております。相Ｐや府Ｐ、地域に準ずる近隣の市

町村との協力という部分で言うと、これもおっしゃるとおり、情報はいただきたいし、お

互いに交流するということはありかなというふうに思っています。これが府Ｐまで上がっ

ていきますと、なかなか和束町が舞鶴の方と交流するということもなかなかありませんし、

そういった部分で言うとだんだん薄くはなってきていると思います。ですので、必要かと

言われると、議員おっしゃるとおり、単Ｐは必ず要るというふうに私も考えていますし、

そのほかについては必要はどうかなというところで考えます。１つは、教員がですね、大

会をやるにあたっての仕事量が増えますので、働き方改革の部分から言っても、そういっ

た組織団体に教員が出ていって仕事をするということは、なかなか厳しい状態です。です

ので、ＰＴＡはＰＴＡの方々で組織をつくっていただいて、そこに教員が加わらなくても

よいような組織であるならば、それはありがたいかなというふうには考えています。以上
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です。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 １番、村山議員。 

 

◎ １番（村山 一彦） 

 私も小学校、中学校とＰＴＡの役員をさせていただいたんですけど、今でもやっておら

れるのかどうか分かりませんけど、夏に宝ヶ池の方へ出向いて、ＰＴＡの役員を動員して

行って話を聞いて帰るというようなことがありました。今もやっておられると思うんです

が、あれは確かに設営とか担当にあたった府とか市とか大変だと思うんですけど、ああい

うものは全然意味をなさない。ただ、一応やったという結果だけを求めているような感じ

がするんですけど、その辺は教育長どう思われますか。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 教育長。 

 

◎ 教育長（岡田 善行） 

 組織として、保護者の方の意見を吸い上げる、吸い上げないという問題が先ほどご指摘

がありましたけれども、大きな流れの中で保護者の方がこんなふうに考えているというこ

とを国に申し入れされてますので、このことについては大きな意義があると思います。で

すので、ＰＴＡの方が自分たちの子どもの教育を良くするという意味で申し入れをしてい

ただくということは、私自身は意義があるというふうに考えております。ただ、そこに教

員が関わって仕事をするとなると、働き方の問題もあって厳しい状況であるということで

す。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 １番、村山議員。 

 

◎ １番（村山 一彦） 

 ありがとうございました。それでは次、ごみ問題について再度お聞きしたいと思います。

ちょっと確認なんですが、連合長、先ほど焼却施設を持たない自治体は５００を超えると

いうようなことをおっしゃいました。それでよろしいんですか。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 堀連合長。 
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◎ 連合長（堀 忠雄） 

 環境省が公表されている中では、そのようにうたわれております。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 １番、村山議員。 

 

◎ １番（村山 一彦） 

 それで、要するに今の施設、私もこれで２期目なんですが、初めの頃、６、７年前にな

りますけど、夏に総会なるものがありました。この中の議員さんも出席された方もいらっ

しゃると思うんです。そのときに、議員と、そして地元の方、加茂町の方、そして報告を

受けまして、そのときにデータを出していただいていました。物を燃やすと有害物質が出

ます。それについてのデータを私、２年間だけ出させてもらったんですけど、基準値から

すると大幅に下回っていました。そのとき問題になっておりました、ダイオキシンでも１

００分の１以下だったんです。だから、私は２０年というのは、ある程度便宜的に設けら

れた期間であって、それは継続できると施設の耐用年数が残っている。ところが、なぜ突

然止まったのかというふうなことをどうしても理解ができなく思っております。これ、い

つから地元との折衝を始めたということを聞いてるのね。危機管理意識があったのかどう

か。先ほど連合長がおっしゃった２０１６年から、３年前ですね。それらからすると、遅

いのではないかと。初めの立ち上げから、反対、反対でいろいろ問題があった。それが、

施設としては立派な施設で、当然なる継続になろうかと思っていたら止まったと。だから、

この間でも反対の林さんのところへ私も行こうと思っていましたら、また、新聞に載りま

して、ちょっとやめたんですけど。もっと早いこと人間関係を構築するような動きはでき

なかったもんか。その辺をちょっと連合長にお聞きしたいんです。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 堀連合長。 

 

◎ 連合長（堀 忠雄） 

 ただいまいただきました、ご質問にお答えさせていただきたいと思います。順次おって

説明するとご理解いただけると思いますので、当初からこの場所でやった背景からいきま

す。これは、皆さんもご案内のとおり、地元と話をさせていただいて協定、これ下島区、

撰原区、そして加茂の近隣の奥畑とかあるわけなんです。ただ、結べなかったのは井平尾

だけだったと思います。ほか、全部周辺と協定を結びました。その協定は、２０年間だけ

やるという期間つきの協定なんです。その間は、また再度。その協定の基に、いわゆる施

設を運営してまいりました。その間は、今申されましたように、協定の中に１年間、１年

間どれだけの量、ダイオキシンはどうなのか。全ていろんな角度のデータをつくりました。
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地元の皆さんに集まっていただいた。当時は、撰原区、石寺区、加茂のそれぞれの区の方

に集まってもらって、議員の皆さんにも集まっていただいて、そして１年間その数字を発

表させていただきました。そして、みんなで見学会をもって２０年間というのは、そのも

とでやっております。ところが、ご案内のとおり協定に基づきました２０年が経ちました

から、そこで中止を致します。これは廃炉ではありません。設置条例で、ちゃんとあそこ

に施設がありますから、ただ、あるけど燃やしてない。協定を尊重して燃やしてない。そ

ういう方法を取りました。そういうところから、燃やしてませんから、その成果の説明は

止まりました。今後については、そういう状況のもとに説明しておりますが、ごみは待っ

たなしであります。だから、緊急避難措置とよく言われましたけども、民間委託をして、

そして、その処理計画を立てて、そして５か年という計画を立てて、今、伊賀市との協定

に入らせていただきました。そして、伊賀市の協定に基づいて三重中という民間の業者に

処理を委託して、現在進めているという状況であります。その５年というのは、来年度に

ついてどうするか、こういうことを先ほど答弁致しましたが、このような状況の中で多く

の問題を抱えて、再稼働というのも非常に難しいだろう。この４つを提案してもらってい

る中で、新しいところとなれば、当時の契約から言うたら最終処分地は南山城、笠置は中

間処理場、和束が焼却場、これ新しい処理ぐるっと回して、今度、最終処分場は南山城、

和束処理場そういうことがあってなかなか課題があります。また、再稼働と言いましても、

新聞で紹介していただきましたように、こういう課題があるわけです。これはやっぱり、

きちんと解決していかないと、まずは住民にお知らせするにも、このことをはっきりさせ

ないで途中で説明はなかなかできない。こういう状態であります。こういうように順次追

って、その間にご案内のとおり、また、違う話としては擁壁がこけかけてきた。これを新

たに業者の問題と訴訟してまいる。ご案内のとおり、皆さんそれは１０数年かけてやって

きて、和解をさせていただく。４億円近くで解決させていただいて、現在、この中の基金

としてお預かりしておると。ということは、今度は壊れてきたという責任は全部連合にあ

るわけです。だから、早期にそれを解決しなければならないということで、今まで訴訟を

やっておられた方の大学の先生にやっていただいてそれをやっていた。地元協議の中で。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 連合長、もう５分しかないので。 

 

◎ 連合長（堀 忠雄） 

 そういう背景がありまして、今やっています。これは、原因究明をきちんとやって住民

に説明していかなければならんということで今努めておる、こういうことであります。以

上です。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 
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 １番、村山議員。 

 

◎ １番（村山 一彦） 

 あのね、先ほども言いましたように、データをみんなに見せて、要するに基準値を大幅

に下回っている。何でそれらのデータがあるのに、再稼働ができないのか。その辺の折衝

の方に問題があったのではないかと、私は言いたいんです。それで三重中央開発、５年計

画で来年度末で終わります。民間施設、民間の会社です。民間というものは、利益を上げ

んことには株主に顔向けもできないということで、その辺が今丁寧に三重中央開発はやっ

ていただいているらしいんですけど、和束町の令和３年度の塵芥処理費が１億９００万計

上されています。これ、倍になっても仕方ないと思うんです。だから、やはり、京都府が

広域化を進めている中において、そちらの方向に進むべきじゃないかと思うのですが、そ

の辺はどうお考えですか。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 堀連合長。 

 

◎ 連合長（堀 忠雄） 

 先ほど４つの提案をいただきました中に、広域化という話をしております。相楽郡の町

村、この中でも次の新しい施設は広域でやりましょうねという覚書を確認しております。

その覚書の確認の基に、今、西部、木津と精華町がやっている、新たになったそこへ混ぜ

ていく。それは、協定に基づいてやるべきではないかと申し上げたところが、木津と精華

町の今までの経過の約束の履行であって、次のときの協定なんだ、こういう話の基で今足

踏みをしております。府の方では、今言われたように広域を進めている。京都府の広域と

いうのは、今言われたように進んでいく。その辺のところにもお願いをしているところで

あります。今後、これは１０トン級しか今ありません。１０トン級でこんなん、なかなか

１万人切れている人口で大変なんです。だから、こういうことがなかなかできない。さっ

きちょっと申し遅れましたけども、何で２０年間で終わるのかということ。２０年でお話

をしていって、本当でしたら地元に延長のお話をするべきやけど、あれだけ崩れて擁壁工

事もできない、安全工事もできてないときに、次もお願いしますわという話はなかなか難

しかった。まずは、安全工事をやるというのが前提だ。その上でお話をするというのが筋

であろう。このことに基づいて、２０年間何にもなかったですが、協定に基づいて止まっ

たということであります。よろしくお願いします。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 １番、村山議員。 
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◎ １番（村山 一彦） 

 私も再稼働か広域化、これしかないと思っていたんです。ところが、先だっての新聞に

こんな感じで地盤に亀裂、大きいのが載ってました。だから、こちらの方はなかなか進め

ていくには難しい。だから、やはり広域化しかないんじゃないかと思うんです。ところが、

木津川市のあの建物は要するに、木津川市、精華のものだけしか持ち込めないというよう

な協定を結んでおられます、地元と。だから、大変難しい面はあろうかと思うんですけど、

木津川市は８万人、精華町が４万人弱、３万６，０００、７，０００人だと聞いておりま

す、人口が。東部全部合わせても７，３００人です。ごみの量からすると、少ないんです。

だから、その辺は持っていきようによっては、そちらの方におすがりするしかないかと思

うんです。そんなかたちで、答弁は求めません。議事録に残りますし、ただ個人的な意向

としては、その方法しかないんじゃないかと思います。だから、そのような方向で進めて

いただきたいと思います。以上、質問を終わります。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 村山議員の質問が終了致しました。ただいまより１１時まで休憩致します。 

 

（休憩 １０：４０～１１：００） 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 休憩前に引き続き、一般質問を行います。２番、向出健議員の発言を許可します。 

 

◎ ２番（向出 健） 

 発言通告に基づきまして、一般質問をさせていただきます。質問の意図や流れから、多

少質問の順番を変更したり文言の整理もさせていただきます。まず、今回、焼却場の擁壁

安全工事が行われましたけれども、クラックが入り、また、地盤沈下という状況が起きて

います。まず、この早急な原因究明が求められると思います。それとともに、今回、経過

について口頭での説明はありましたけれども、文書・資料等に基づいてしっかりと説明を

求めたいと思います。さらに、現在、今のごみ焼却場ですが、もともとテールアルメの問

題があって、それで裁判があり和解金ということで一旦解決をして、そして、その後、ま

た、地滑り対策が必要ということで現在の状況が生まれています。既存のこの焼却場を残

すこと自体が、今回の問題の大本にあるのではないでしょうか。先ほども、答弁の中でい

ろいろな課題があって既存施設を使っていくことは難しいと、三重中央に対する民間委託

も年度が切れるけれども、取りあえずは民間にまた委託をしていくという方向で答弁があ

りました。この既存のごみ焼却場を残すということについて、今の段階で早い段階で決断

をして、ここは使わないとするかという決断をするべきなのではないでしょうか。少なく

とも、既存の施設を使うというのは無理があるのではないか、そう考えます。この点につ
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いて、連合としてどのようなお考えをお持ちかお聞きをしたいと思います。さらに、新た

な工事の必要が生じていると思いますけれども、特別な天変地異であるとか大地震があっ

たとか、とても想定できない状況において今回のことが発生したなら別ですけれども、通

常、設計についても京都府の技術サポートセンターの方、専門家の方が来られて、これで

大丈夫ですという説明を受けて進めてきました。そして、その下で施工業者もこれで請け

負っていただいた。その結果、今回のことが生じています。これ以上、税金ができる限り

導入しなくても済むように進めていくべきではないかと思いますが、連合長としてはどの

ようにお考えでしょうか、お聞きをしたいと思います。次に、ごみ処理費についてお聞き

をしたいと思います。ごみの減量について、目標、それから現状がどうなっているのか、

今後の展開はどのようにお考えかお聞きをしたいと思います。ごみ処理費の費用自体の削

減についても、どのような取組を進めているかお聞きをしたいと思います。最後に、東部

連合の検証について、一度大規模なかたちで行ったと答弁がありましたけれども、今現在

どういう利点やメリットがあるのかを含めて、住民に対しても検証をしっかり行って説明

をしていくというお考えはないでしょうか。その点について、質問をしたいと思います。

残りの質問については、自席から行います。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 堀連合長。 

 

◎ 広域連合長（堀 忠雄） 

 ただいま、向出議員のご質問をいただきましたのでお答えをさせていただきたいと思い

ます。ちょっと順番が、ご質問が私、事前にいただいているものと前後しましたですが、

あらかじめまとめていただいているものがありますので、これに基づいてさせていただき

ます。そして、今、新しく加えていただきましたものについても、できる限り答弁させて

いただきたい、このように考えています。まずは、新たなごみ処理場の展望についてでご

ざいますが、先ほどの村山議員に対する答弁でも申しましたとおり、現有施設の再稼働や

新しい施設の建設については、これ議員の皆さんもご案内のとおり、非常に難しい状況、

非常に課題が多くあります。こういった中では、当面は、現在行っております民間委託を

継続する方向で検討を進めてまいりたい、このように考えております。そしたら、今の施

設はどうなるのか。今は、ご案内のとおり、設置条例上も焼却施設です。そして、２０年

といいますけども、これは地域の住民と協定を結んだもので、耐用年数ではありません。

国の補助金を受けて建てておりますから、勝手に壊すことはできません。国との協議をし

て、補助金を返還しなくてもいいことを確認して、そして皆さん方と大きな重大なことで

すので相談して決めていくことの中というのは、今後あるんじゃなかろうかと、当面は、

このような状態ではなかなか新聞でも紹介していただいている中では非常に難しい、こう

いう状況でありますので、先ほど村山議員のご質問のあったとおりになります。これから、
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一つ一つ課題解決に向けて、連合としては取り組んでいかなければならない、こういうこ

とであります。その進捗状況につきましては、現在では民間委託を継続する上での課題を

把握・整理する段階でありますが、新たなごみ処理場やほかの地方公共団体への広域処理

については、長期的な視点に立って検討を進めていく必要があると考えております。そう

いう方向で進めてまいりたいということで、当面は民間委託の検討と進行しながら、安定

的に一般廃棄物の処理ができるよう、京都府の助言・指導等もいただきながら、将来的な

方向性についても検討してまいりたい、これは今後の方向性であります。次に、今回の安

全対策工事後の状況につきましては、先日の委員会でもご視察いただき、十分にご認識い

ただいていることと存じますが、ご指摘のとおり、専門家の見解や府技術サポートセンタ

ーからの助言等を踏まえ、速やかに原因究明に努めてまいる。今、早急な処置としては雨

水が入らないような処理をしております。原因究明はきちんとして、対策を講じていく必

要がある、このように努めているところございます。これと併せて、できる限り状況が拡

大しないよう、専門家や府技術サポートセンターからの助言もいただきながら、できる範

囲内での、先ほども申し上げましたように雨水の浸透防止策など、必要な応急対策につい

て、今、取れるものは取り組み、また、必要なことについては取り組んでいきたい。そし

て、並行しながら原因をきちんと明らかにしていきたい。そのことによって、お知らせす

る。このことが大事だと思っております。また、費用については、仮に工事が行う場合に

あっても、これはなるべく最小限の状況、今後の方向もありますので、方向を見据えた上

で、あそこを再稼働できちんとやっていくならきちんと金もかけられますけども、あと山

に戻しますだったらどうなんでしょうか。ここのところを十分踏まえながら再稼働に、そ

れこそ将来をきちんと踏まえながら、これはやっていかなければいけない。そういう意味

で、やっぱりコスト面にも意識しながら対応してまいりたい。ここのところは非常に、状

況を見ながら対応していきたい。慎重に対応していきたい。こういうことで答弁をさせて

いただきます。最後に、クリーンセンターの建屋を残すことが障害となっているかどうか

については、先日の全員協議会でも専門家から報告があったとおり、安全対策工事の実施

にあたっては、建屋を残すことを工事の要件としたところでございます。これはなぜかと

言うたら、まだ設置条例であり、国とも協議を取ってない中で、壊してしまうとなったら

できない。だから施設があるわけですから、休止しているだけですから、それは壊すこと

ができたら、全部やってしまったら非常に経費も安く済むわけなんです。そういうことに

はなかなか行かない状況でありました。だから、建屋を残すという前提で今やっている。

建屋の関係については、最小限、工事が入っておりません。工事が入っておりませんから、

いびつな関係で現在の問題も起こったのではないか、これは私の推測です。こういう状況

で、工事のあれは残すことが前提になっていたというのは、今回の大きな特徴、そういう

問題点でありました。この理由と致しましては、現在、伊賀市との協定に基づき、一般廃

棄物の処理、民間委託をしているところでありますけども、平成３１年度のクリーンセン

ター稼働休止後、継続して３町村の一般廃棄物の処理をするためには、緊急避難措置との
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位置づけを伊賀市との協議を行う必要があることから建屋を残すこととして、言わば「応

急対策」として今回の工事をしてきたところであります。これは、一つは伊賀市との問題

であります。うちは持たないから、伊賀市さんお願いします。これは協定の入り口からあ

きません。なぜなら、法律では、家庭ごみはそこの市町村で処理しなければならない。何

も自分ところ壊してしまってお願いしますだったら、伊賀市の立場がありません。だから、

今のところはちゃんと建ってますよ。今、休止ですよ。だから、緊急措置として伊賀市さ

んお願いします。これを立てていかないといかんということで、先ほども村山議員にも言

われて、今後５年間、計画が必要であればその処理をしていかなければならない。だから、

そういう意味では今、大きな意味がある。大きな現象が起こっている。慎重に対応してい

かなければいけない。そういう意味では、大きく慎重に対応していかなければいけない。

重大なことが起こっているというふうにご理解いただきたいと思います。そういう思いで、

今対応しております。私たちの、あの中では判断に大きな左右されるような大事な、慎重

に対応していかなければいけない。そういうふうに思っております。議員のご指摘の安全

面の観点でございますが、全て撤去することが望ましいことは専門家からも指摘されてい

るわけなんですが、今申し上げましたように、なかなか法律上、そういう関係上でき得な

かったというのが、今回の問題点をよんでいる危機でもあったのだろう思います。先ほど

述べたとおり、現在は休止しているものの、処理としてはこれからも総合的に検討してと

いうことで、いろんなそういうことも含めて判断して進めてまいりたいと、このように思

っております。次に、ごみの減量についての質問でございますが、令和２年７月の策定し

た一般廃棄物処理基本計画では、構成町村全体のごみ１人１日当たり平均排出量、２０３

４年度には２０１９年度に対して５％削減するといった目標を掲げております。現状と致

しましては、２０２１年度のごみ１人当たりの平均排出量は、２０１９年度と比べわずか

に増加している状況にあります。これは実情であります。今後の展開につきましては、こ

れまでからごみの減量化に向けた周知徹底を図るために、広報紙を中心とする啓発を行っ

てきており、また、構成町村におきましても家庭用の生ごみ堆肥化容器などの設置に対す

る補助など、ごみ減量化に取り組んできているところであります。目標の達成に向けてご

みの減量化をさらに進めることにも、構成町村の環境担当課ともどのような取組ができる

かについて、これからも検討を進めてまいりたいと考えております。和束町で申し上げま

すと、雇用促進協議会等では、これから生ごみを堆肥化していこうと声を上げている運動

でありますので、町村それぞれ、この生ごみをどうしようかというのは大きな課題である

と、また、取り組んでいく重要な課題だと思っております。次の２でありますけども、ご

み処理に係る費用の削減につきましても、現在、民間委託事業者との一般廃棄物処理に関

する契約では、中間処理施設、中間処理や最終処分の量に応じた契約内容となっており、

ごみ処理場が減ることでその処理の係る費用が抑えられると、こういう状況であります。

そのために、ごみの排出量の大半を占める家庭から排出される生ごみについて、各家庭の

意識を変えていくことはごみの排出を抑制し、また、資源化を推進することが大きく寄与
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するものと考えており、ご家庭でもできるようなごみの減量方法などについても、構成町

村共に周知・広報の強化に努めてまいりたい。これからは関係町村、こういった面につい

て十分意見交換をしながら推進してまいりたいと、このように思っております。次に、当

広域連合の検証についてでございますが、これは教育委員会におきましては、ご承知のと

おり、毎年度、教育委員会に関する事務の点検評価報告書を作成されており、点検や見直

しを随時行っているところでございます。まとまった検証といった観点で申しますと、例

えば、相楽郡広域事務組合においては広域圏、ふるさと市町村圏、振興事業等をどうして

いくのかなど、課題を解決するため今後の在り方や、組織再編等まで検討する必要があっ

たことがご承知のとおりであったと思います。当広域連合におきましては、連合全体では

発足当初から３年を経過した２４年度に広域連合３年の検証を行っているところでありま

すけれども、現時点では、連合の在り方そのものの検討する段階にはないと考えており、

もう少し地域住民にお知らせをするといったところを考えて、これからの必要性について

も、こうしてまいりたいと思っております。特に、今、どういうところが今後必要かとい

うのは後でいただいた言葉なんですが、今のこの状況においては非常に連携というのが非

常に大きなキーワードになっております。京都府の計画においても、いわゆる東部と学研

との連携をいかに進めていくか。そして、広域東部３町村の共通課題をどう乗り越えてい

くか。そういった問題を３町村で、自治体として一緒に取り組んでいく。こういう組織の

中で、大きな課題になると思っております。先ほど、教育長の話は小小連携、小中連携、

中中連携、東部ならではの教育の推進、これも課題になっておりますから、東部ならでは

のこれからの広域行政、これをこれからも皆さん方と一緒に求めていって、あるべき地域

づくりの姿をつくり上げていきたいと、このように思っておりますので、これからも広域

行政にご尽力とご協力を賜りますことをお願いいたしまして、答弁とさせていただきます。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 連合長、答弁は簡潔明瞭でお願いします。 

 ２番、向出議員。 

 

◎ ２番（向出 健） 

 今回の擁壁安全工事に関わって経過の問題、それから安全性の問題について、口頭では

いただいているんですが、きちんと資料とデータに基づいて、どういう根拠で安全と言っ

ているのか。また、どういう経過、いつ完了検査をして、いつ今の現状、今の事態を把握

されたのか、どのような確認を行ったのか、どのような認識があるのかということを、き

ちんと議会に対してもですけど、住民に対してもしっかりと説明していくと、特に、安全

性についてはなぜ今安全と言えるのか、特に、問題がないと言えるのかというのは心配さ

れることだと思いますので、その辺りについてきちんと経過報告と安全性の問題について、

しっかり資料とデータに基づいて説明いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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◎ 議長（岡田 勇） 

 堀連合長。 

 

◎ 広域連合長（堀 忠雄） 

 ただいまご質問いただきましたように、まず、やらなければならないことは、現状のあ

あいう原因の究明でありまして、サポート支援センターからのご指導もいただきながら、

また、施工監理をやってもらっている設計業者等を踏まえ、先ほども言いました、きっち

りそこを究明して、そして、その内容については報告していく、これは大事なことだと思

いますので、そういう方向で努めてまいります。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ２番、向出議員。 

 

◎ ２番（向出 健） 

 原因究明、それからしっかりしたものの説明というのは、もちろん今後要ると思うんで

すけれども、それまでに今回の事態に至った経過をしっかりと、いつ頃に完了検査を行っ

て、いつ頃事態を把握されて、そして、今、現状は一体どうなっているのか。実際の現場、

私も見ましたけれども、実際はどういうふうな状況になっているのかというのを、きちん

とデータで今の段階で説明を、資料も提示した中でいただけないかと。安全性については、

一定確認をして今のところは特に問題はないと回答がありますので、それは一体どういう

根拠なのか、今の段階で判断した材料があると思うんです。そのことについては、今、早

めにすぐに出していただけるのではないかと、その点についてしっかりといただきたいと

いうことなんですが、いかがでしょうか。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 堀連合長。 

 

◎ 広域連合長（堀 忠雄） 

 当然、今回の工事は、これは施工監理なりサポート支援も入って検査を行います。検査

を行って、そして検査に基づいて完成されておるということを確認して、そして引き渡し

を受けるわけなんですが、今回はその後によってご案内のとおり、非常に多くの雨もあり

ましたし自然のそれもありました。その中で、担当の方からひびが入っていると連絡を受

けたものですから、これは早急に対策しなければなと。まずは、一番先に私たちは分かり

ませんので施工監理に連絡を取って現場へ来てもらって、それで処理していただいた。こ

の中には、雨水とかいろいろな自然災害もありますし、そういったものもあるから当分は
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雨水は、雨で進行しておりますので雨で抑えていかなければならんということで今処理し

ています。それが、当面の処理の仕方であります。さっき言いましたように、もう少し掘

り下げて原因究明していくというので時間をかけています。今は、当面処置を、応急処置

をさせてもらっています。当面は、当時は原因をはっきりしていかなければならんという

ことで、そのまま置いておいたというのは時期が長くて、いろいろと心配をかけたわけで

ありますが、そういう意味ではなしに早いこと、あれは水とかいろいろ入ってますから、

そういったことも含めながら今やっている。ここは慎重に、今やってきている。ただ、そ

の中では、工事が終わってすぐですから、瑕疵があるのかどうかというのもありましたけ

ど、その辺はサポート支援も業者の方も、そこは感じられない、こういうことが明らかに

なりましたから、そしたら次の問題は何に原因があるのか。現在、究明しているところで

す。以上です。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ２番、向出議員。 

 

◎ ２番（向出 健） 

 要するに、口頭で説明をいただいているだけなので、それに対してはしっかりと文書と

か資料できちんと説明いただきたい、そこをお聞きをしているんです。今後の原因究明で

あるとか、暫定措置、一定の措置は進めているということじゃなくて、現状や経過につい

て、また、安全だと今のところ問題がないと確認したというのは、具体的にどういう内容

で確認したのかというのを、口頭ではなくてきちんと文書や資料でいただきたいと、説明

いただきたいということです。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 堀連合長。 

 

◎ 広域連合長（堀 忠雄） 

 今、指導は受けておりますが、そういったものが、その段階で公表していいのかどうか

とか、最終の明らかになってからするのか、そこは私も公表の段階というのが自信ありま

せんので、私は思うのは最終明らかになった時点で明らかにしたいと、今の過程ではいろ

いろやり取りをやっています。そのやり取りをやっているやつを、そのままやっていくと

いうのはいかがなものかというのは、ちょっと私は、その辺のところは、そういうことは

難しいのかなと思っています。明らかになってから、明らかにしていく。早急に究明はし

ていく。このことが大事だと、このように思っています。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 
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 ２番、向出議員。 

 

◎ ２番（向出 健） 

 ちょっと時間の関係もありますが、要するに経過報告、口頭ではいただいているわけで

す。それをきちんと文書なりにしてもらいたいということと、もう少しきちんと時系列も

含めてやっていただきたいと。安全については、少なくとも一応コンサルの方も入ってい

ただいて確認して、今のところは、特に、危険はないと判断があったと口頭ではあります

ので、今の段階で、その内容については判断の材料があるはずなので、それは資料として

出してほしいということなんです。それは、きちんとした説明を議会にいただきたいと、

それも住民に対しては一定説明いただきたいということなんです。これは本当に大事な問

題なので、そこはできるはずなんですけど、そこは端的にお答えいただきたいなと思いま

す。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 堀連合長。 

 

◎ 広域連合長（堀 忠雄） 

 繰り返しますけども、途中の経過をそのまま明らかにして混乱を招かないか、本当に不

安を与えないかというのが非常に心配です。もう一つは、途中で出している業者の方もお

られますから、そこを確認してやらないといかんのかなと思います。いずれにいたしまし

ても、向出議員が言われるように住民に丁寧に説明できるということは大事だと思います

ので、法的にも問われない、そして、問題のない方法で努めてまいりたい。法に抵触する

ような形でまたなると、これまた大変です。その辺のところは事務局の方で確認しながら、

基本は住民によく知っていただく、理解していただく、また、了解をいただく、これは大

事だと思っています。その質問の趣旨というのは、重きを受け止めておりますのでよろし

くお願い致します。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ２番、向出議員。 

 

◎ ２番（向出 健） 

 確定しない事実については、それでいいと思います。だけども、確定している部分また

安全については、一定判断して大丈夫だということで言われていますので、それについて

は根拠があるはずなんです。だから、今の段階でどういうふうなことで判断したのかとか、

今の段階で確定している事実についてはしっかりと文書、資料等でいただきたいと、これ

はできると思うんです。今後の未確定の部分、まだはっきりしない部分は「まだ言えませ
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ん」は分かるんですけど、確定している部分についてはそれでいただきたいと思います。

そのことと併せますと時間がありませんので、ちょっとまとめてあと２つほど擁壁のこと

で言いたいのですが、１つ、この間、京都府の技術サポートセンター設計の方で説明をい

ただき、これで大丈夫だと、専門家ということで、これでいけるということで説明をいた

だきました。それに基づいて、先ほども言いましたが、工事業者もこれで請け負っていた

だいたということですね。つまり、これでいけるということで、少なくとも私は、この工

事である程度、安全性が確保されるのだろうということで、その前提でお金を計上したも

のを賛成にしたということなんです。でも、これ以上、お金を出すということになると、

なかなか住民の方も含めてご理解いただけないんじゃないかと、これでいけるというふう

な説明を受けてきたのでこちらは、僕は少なくとも受けたので、これで新たにまた出すと

なったら、それはどういうことなのかと、どうなっているんだと、特別な大地震であると

か大雨で物すごい集中豪雨があって、それが原因だというのであれば考えなければいけな

い場合もあると思うのですが、そうでないならば、これ以上の負担というのは本来筋が通

らないんじゃないかと思うんです。その辺りについては、まだこれから原因究明もありま

すが、どういうお考えなのかお聞きしたいと思います。それから、この場所について、テ

ールアルメがこけてきたと、擁壁がこけてきたと、今回、現実にこういうことが起きたと、

工事中にも草刈りをしたら弱いところがあって追加で調査も行ったと、再稼働に向けての

交渉もこういうことが起きているからすぐに話が持っていけないということで言われてい

るわけですよね。もともと、この場所で再稼働をしていくというのに、この土地自体が無

理があるのではないかと、そういう判断をしなければいけないんじゃないかと、その辺り

についてお聞きをしたいと思います。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 堀連合長。 

 

◎ 広域連合長（堀 忠雄） 

 この工事をやっているのは、今言われますように、今やらなければならないことを私、

答弁させていただきました。当面、できるだけの応急な措置、いわゆる雨は止めなければ

ならない。そういうことは、当面の取れる範囲内の応急というのは範疇であって、今、向

出議員は、今後の対策工事では予算化が伴うとか、そう簡単にはなかなかしてもらわない

といけないのではないかとか、そのときは議員の皆様方と議論をする場が絶対ありますの

で、今のところはそこまで、そういう対策というのは、さっき答弁させていただきまして、

まだやっていませんので、そこは出ません。そういう意味でよろしくお願いします。それ

と、当面そういったものはいろいろと大きな課題があるというところの課題に、大きな課

題というところでご理解いただきたい。大きな課題があるからこそ、緊急避難措置として

民間処理を頼まないと。それも１年２年やなしに、５か年計画ぐらいの中で依頼をしてい
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かなければならない、このように思っておりますので、ご理解の方よろしくお願いいたし

ます。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 これで、２番、向出議員の質問を終わります。これで一般質問を終わります。日程第６、

認定第１号、令和３年度相楽東部広域連合一般会計決算認定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。堀連合長。 

 

◎ 広域連合長（堀 忠雄） 

 認定第１号、令和３年度相楽東部広域連合一般会計決算認定につきまして、ご提案を申

し上げます。令和３年度決算につきましては、歳入総額８億２，２８１万４，８２３円、

歳出総額８億２７万８，２７６円で、歳入歳出差引額と致しまして２，２５３万６，５４

７円の余剰金が出ております。歳出の主なものは、教育費では４億４，９４９万８，６４

１円、５６．１％、衛生費が２億５，９４０万８，０６１円、３２．４２％で、この２科

目が歳出全体の８８．５％を占めております。本決算書につきましては、地方自治法第２

３３条第２項の規定により、去る１０月３１日、仲北悦男様、久保憲司様、両監査委員様

に決算監査をお願いし実施していただきました。よろしくご審議いただきますよう、お願

い申し上げまして提案とさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 続いて、議案の説明を求めます。説明につきましては、できるだけ簡潔明瞭にお願いを

いたします。吉田会計管理者。 

 

◎ 会計管理者兼環境課長（吉田 和秀） 

 失礼いたします。それでは、認定第１号、令和３年度相楽東部広域連合一般会計決算認

定につきまして、先の連合長からの提案説明と一部重複する部分もございますが、全体を

通しましてご説明申し上げます。それでは、決算の各数値のうち、主要な項目につきまし

ては別冊の令和３年度決算の概要説明書に前年度比較表、令和２年度実績データ等を記載

しておりますので、順にこちらの資料もご覧いただきますようお願いします。それでは、

決算書をご覧ください。令和３年度一般会計決算の内訳でございますが、決算書の１・２

ページに歳入の科目別内訳を記載しております。歳入合計、予算現額９億１，０９２万２，

０００円、調定額８億２，３１６万７，４２３円、収入済額８億２，２８１万４，８２３

円、収入未済額３５万２，６００円、予算現額と収入済額との比較８，８１０万７，１７

７円となっております。めくっていただきまして、３・４ページをお願い致します。歳出

合計、予算現額９億１，０９２万２，０００円、支出済額８億２７万８，２７６円、翌年

度繰越額８，７５３万６，０００円、不用額２，３１０万７，７２４円、予算現額と支出
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済額との比較１億１，０６４万３，７２４円でございます。以上が、一般会計決算総額の

概要でございます。これらの事項別明細書を決算書５ページ以降に表示しておりますが、

後ほど主なもののみご説明いたします。それでは、前年度との比較、決算の分析内容など

は別冊の決算の概要説明書に記載しておりますので、この後の説明は概要説明書により行

わせていただきます。それでは、概要説明書の１ページをお願いします。対前年度比較表

をお願いいたします。主に前年度との増減幅が大きいものについて、補足説明を申し上げ

ます。歳入の決算額のうち、構成町村からの分担金及び負担金が、令和３年度全体の８８．

０３％を占めています。国庫支出金でございますが、補助事業が完了したことにより収入

が大幅に減少したものであります。繰入金でございますが、主なものは相楽東部クリーン

センター擁壁等安全対策基金繰入金でございます。次に繰越金でございますが、これは純

繰越額が２，０２７万９，６４２円と、昨年度より減額となったためでございます。これ

らの合計といたしまして、８億２，２８１万４，８２３円でございまして、前年度、令和

２年度との比較は７，７５３万２，９２１円、増減率８．６１％の減額となっております。

以上が、歳入の内訳でございます。次に、２ページの中ほどをご覧ください。歳出の対前

年度の比較表でございます。教育費でございますが、４億４，９４９万８，６４１円、対

前年度比９，６６１万５，７５９円の大幅な減額となっております。これは、ＩＣＴ環境

整備事業が完了したことにより大幅に減少したものでございます。次に公債費でございま

すが、令和３年度１，５２９万３，６２０円、前年度１，６７１万９４４円、対前年度比

１４１万７，３２４円の減額となりました。内訳といたしましては、クリーンセンター分

の元利償還金６３５万７，７７５円、教育債の元利償還金８９３万５，８４５円となって

おります。以上の結果、歳出合計８億２７万８，２７６円、令和２年度と比べまして１０．

４４％の減額となっております。以上が、大まかな歳入歳出の主要な科目における前年度

との比較を含めました概要でございます。続きまして、２ページ下段の年度別一般会計決

算状況でございます。平成２９年度から令和３年度までの決算状況を記載しております。

続きまして、３ページをお願いします。令和３年度一般会計決算状況でございます。まず

歳入でございますが、予算現額９億１，０９２万２，０００円、収入済額８億２，２８１

万４，８２３円、予算現額と収入済額との比較８，８１０万７，１７７円となっています。

続きまして、歳出でございます。予算現額９億１，０９２万２，０００円、支出済額８億

２７万８，２７６円、予算現額と支出済額との比較１億１，０６４万３，７２４円、差引

額は２，２５３万６，５４７円でございます。４・５ページにつきましては、一般会計歳

入歳出決算の令和３年度、令和２年度比較表でございます。次に、６ページにつきまして

は、平成２９年度からの年度別歳入歳出状況を款別の推移について比較したものとなって

います。めくっていただきまして、７ページにつきましては、負担金・分担金の構成町村

ごとの年度推移となっております。次に、８・９ページをお願いします。東部クリーンセ

ンターにおける各町村品目別の一般廃棄物収集・処理量の実績でございます。次に、１０

ページは一般廃棄物の持込等に係る処理量とその処理手数料について、令和２年度、令和
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３年度実績の比較表になっております。めくっていただきまして、１１ページから１３ペ

ージにつきましては、東部クリーンセンターの令和３年度実績をそれぞれ記載をしており

ます。続きまして、１４ページをお願いします。教育費に係る歳出決算状況を平成２９年

度から年度比較をして、款・項・目別に記載しております。めくっていただきまして、１

５ページ以降２４ページまでは、令和３年度の教育委員会活動実績を添付しております。

以上が、決算の概要説明資料となっております。それでは、決算書に戻っていただきまし

て、決算書の５ページをお願いします。令和３年度相楽東部広域連合一般会計歳入歳出決

算事項別明細書をご覧ください。款・項・目、収入済額、収入未済額の順に主なもののみ

説明を申し上げます。１款、分担金及び負担金、１項、負担金、１目、負担金、１節、相

楽東部広域負担金５億９２６万９，０００円、０円、これは備考にも記述しておりますと

おり、各町村からの負担金でございます。２項、分担金、１目、分担金２億１，５０７万

９，０００円、０円、これは東部クリーンセンターに係る分担金でございます。続きまし

て、２款、使用料及び手数料、２項、手数料、めくっていただきまして、７・８ページを

お願いします。１目、手数料、１節、一般廃棄物処理手数料７４８万５，６００円、収入

未済額３３万円。これは家庭系及び事業系のごみ処理に係る手数料でございます。また、

収入未済額に計上されているのは、東部じんかい処理組合からの承継した持込ごみに係る

処理手数料分が１件ございます。現在も少額ではございますが、納入いただいております。

いまだ完納には至っておりません。引き続き徴収に努めてまいります。次に、めくってい

ただきまして、９・１０ページをお願いします。４款、府支出金、１項、府補助金、１目、

教育費府補助金、１節、社会教育費補助金３０８万７，０００円、０円、これにつきまし

ては、きょうと地域連携交付金として南山城図書室、図書情報システム更新事業１８４万

２，０００円が主なものとなっております。２節、小学校費補助金６３０万７，０００円、

０円、めくっていただきまして１２ページ、同じくきょうと地域連携交付金として、南山

城小学校図書室分として１８４万２，０００円、和束小学校体育館雨漏り工事２４８万円、

南山城小学校ネットワーク機器更改事業１８９万７，０００円が主なものでございます。

次に、１５・１６ページをお願いします。６款、繰入金、１項、基金繰入金５，４７３万

７，９０７円、０円、目、以下記載のとおり、基金からの繰り入れでございます。７款、

繰越金、１項、繰越金、１目、繰越金、１節、繰越金６７４万１，７３０円、０円、これ

は前年度繰越金でございます。めくっていただきまして、１７・１８ページをお願いしま

す。８款、諸収入、１項、雑入、１目、雑入、１節、雑入１，７４９万９，５５６円、収

入未済額２万２，６００円、これは南山城村給食センターに係る給食費、南山城保育所の

給食委託負担金及びそれに係る給食賄材料費と和束町学校給食センター給食費が主なもの

でございます。収入未済額２万２，６００円は、南山城村給食センターの給食費でござい

ます。めくっていただきまして２０ページ下段、歳入合計、収入済額８億２，２８１万４，

８２３円、不能欠損額０円、収入未済額３５万２，６００円となっております。めくって

いただきまして、２１・２２ページをお願いします。続きまして、歳出でございますが、
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支出済額、不用額の順に、主なもののみご説明申し上げます。２款、総務費、１項、総務

管理費、１目、一般管理費６，１１５万３，７１６円、４７万８，２８４円、主な支出と

いたしましては、めくっていただきまして、２４ページ下段、１２節、委託料９３６万３，

３８４円、１６万３，６１６円、財務決算システム保守委託料として１０７万３，０００

円、事務汎用機器保守委託料として２６６万６，４００円、めくっていただきまして２６

ページ、新公会計制度対応支援業務委託料１３３万１，０００円が主なものとなっており

ます。続きまして、１８節、負担金、補助及び交付金２，６４７万１，７６１円、１１万

７，２３９円で、備考に記載しておりますとおり３町村への派遣職員人件費分返還でござ

います。２目、文書広報費、１０節、需用費２０１万１，６８０円、３２０円で、広報れ

んけいの印刷代でございます。飛びまして、３０ページをお願いします。３款、民生費、

２項、児童福祉費、２目、児童館費１，１６６万１，５６６円、１万４３４円、１８節、

負担金、補助及び交付金１，００２万７，４３６円、５６４円、めくっていただきまして、

３２ページ上段、これは笠置町派遣職員人件費分返還として９７３万７，４３６円が主な

ものでございます。めくっていただきまして、３３・３４ページをお願いします。４款、

衛生費、２項、清掃費、２目、じんかい処理費２億６４２万６，６９１円、５７万７，３

０９円、１０節、需用費７９５万１４２円、８５８円で、消耗品費６０６万１，９９０円

は指定ごみ袋購入代でございます。１２節、委託料１億９，６４９万８，２４９円、２万

９，７５１円、主なものといたしまして、各種ごみ処理に係る収集運搬・中間処理・最終

処理委託が３４・３５ページの備考に記載のとおりでございます。３目、施設整備費４，

３２４万１，２５２円、７，７４８円、主なものはめくっていただきまして、３８ページ

をお願いします。２節、委託料５４０万５６０円、４４０円、テールアルメ擁壁安全対策

工事設計積算委託料４３３万４，０００円が主なものでございます。翌年度繰越額１，０

８４万１，０００円につきましては、設計積算業務の一部と施工監理委託となっておりま

す。１４節、工事請負費３，５３０万円、０円、クリーンセンター安全対策工事前払金と

なっております。工事費用６，０７０万円は翌年度へ繰り越しております。５款、教育費、

１項、教育総務費、２目、事務局費９，２１１万２０５円、２９５万４，７９５円で、主

なものはめくっていただきまして、４２ページをお願いします。１８節、負担金、補助及

び交付金６，５８１万５，２８９円、７万９，７１１円で、これは備考欄に記載しており

ますとおり派遣職員人件費分返還となっております。次に、めくっていただきまして、４

３・４４ページをお願いします。２項、小学校費、１目、笠置小学校管理費３，３０４万

７，２６２円、７０万６，７３８円、飛びまして５０ページをお願いします。１８節、負

担金、補助及び交付金２７５万６，３９６円、１万９，６０４円。笠置町派遣職員人件費

分返還２６６万４，２７１円が主なものでございます。次に２目、和束小学校管理費２，

８３７万６，２７５円、６９万９，７２５円、主なものはめくっていただきまして、５２

ページ下段、１２節、委託料７８７万３，９４５円、１万５５円、めくっていただきまし

て５４ページ、スクールバス、給食車委託料５７３万１，０００円、１４節、工事請負費
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４９７万２，８８０円、１２０円、和束小学校体育館雨漏り修繕工事となっております。

続きまして、３目、南山城小学校管理費４，８２３万３，９４２円、１１８万５，０５８

円。少し飛びまして５８ページをお願いします。１２節、委託料１，２１４万８，２８６

円、２７万９，７１４円、主なものは、バス運転業務委託料６７６万７，６４０円。図書

連携システム構築業務委託２２８万７，７８０円となっています。めくっていただきまし

て、６０ページをお願いします。１４節、工事請負費１，０３７万１，９００円、１００

円、雨漏り改修工事１２４万１，９００円、エレベーター設備工事９１３万円が主なもの

でございます。１７節、備品購入費５６７万７，６００円、２，４００円で、これはネッ

トワーク機器３７９万５，０００円、図書情報システム機器１６４万８，９００円でござ

います。翌年度繰越額１，５８０万１，０００円につきましては、南山城小学校スクール

バス購入費となっております。少し飛びまして、６６ページをお願いします。３項、中学

校費、１目、笠置中学校管理費３，９９１万１，０４９円、１１５万５，９５１円。飛び

まして、７０ページをお願いします。１２節、委託料１，５１９万２，２４４円、３５万

６，７５６円、スクールバス運行委託料９５７万５，６１０円、笠置中学校排水路改修工

事測量設計業務委託２６９万５，０００円が主なものとなっております。１４節、工事請

負費１８１万８，７８４円、２１６円、笠置中学校体育館浄化槽改修工事１５８万４，４

８４円が主なものとなっております。めくっていただきまして、７２ページをお願いしま

す。次に２目、和束中学校管理費２，０８４万６，５５３円、３２９万７，４４７円。め

くっていただきまして、７４ページ、１２節、委託料２８２万１３８円、２７万１，８６

２円、スクールバス運行委託料１７５万１，９７０円が主なものとなっております。めく

っていただきまして、７５・７６ページをお願いします。３目、笠置中学校教育振興費６

０４万３，３８９円、１９３万５，６１１円。めくっていただきまして、７８ページ、１

２節、委託料１５１万６，２２０円、５２万２，７８０円、主なものは、学校修学旅行事

業で１３９万４，７９０円となっております。４目、和束中学校教育振興費８９６万４，

３１８円、１２０万１，６８２円。めくっていただきまして８０ページ、１１節、役務費

１７４万７，４７０円、３，５３０円、主なものは、通学定期代１２３万７，６１０円と

なっております。１２節、委託料２５０万７，１２５円、５１万８７５円、主なものは、

学校修学旅行事業で、こちらも２４１万１５０円となっております。めくっていただきま

して、８１・８２ページをお願いします。４項、社会教育費、１目、社会教育総務費１，

６５６万４，３４１円、３６万８，６５９円。めくっていただきまして、８４ページ下段、

１８節、負担金、補助及び交付金２８３万２，２２９円、２，７７１円で、このうち補助

金２７６万６，８４９円の内訳は、和束町人権教育推進協議会１５万円、和束町青少年育

成委員会運営補助２５万円、和束町子供会運営費補助、和束町高校等通学費補助１９４万

５，８４９円、南山城村子供会補助金１３万５，０００円、笠置町青少年健全育成事業補

助金２０万円、ＰＴＡ連絡協議会関係補助８万６，０００円でございます。１目、社会教

育施設費１，６２９万７，２７０円、１９万９，７３０円。８６ページをお願いします。
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１２節、委託料３５４万６，７５０円、５万８，２５０円で、このうちその他委託料２４

５万２５０円の内訳としましては、南山城図書室情報システム更新業務２２０万円が主な

ものとなっております。めくっていただきまして、８７・８８ページをお願いします。３

目、文化財保護費２，４７９万８，２８１円、４１万１，７１９円。めくっていただきま

して、９０ページ下段、１８節、負担金、補助及び交付金９５２万３，７５７円、２６万

２４３円で、これは和束町史編さん室職員にかかる派遣職員人件費分返還８９２万７，７

２４円が主なものでございます。めくっていただきまして、９１・９２ページをお願いし

ます。５項、保健体育費、１目、保健体育総務費２３３万１，７７０円、１万７，２３０

円、１８節、負担金、補助及び交付金１２９万８，６００円、４００円、このうち補助金

１２８万円の内訳は、笠置町体育協会４０万円、和束町体育協会２５万円、南山城村体育

振興会、体育協会６３万円となっております。次に２目、給食業務事業費８，０５０万１，

１５５円、１８万７，８４５円で、めくっていただきまして９４ページ、１０節、需用費

３，５６９万６，３８４円、１万６１６円、主なものは、光熱水費で７８７万９１５円、

賄材料費として２，４１６万５，６１９円となっております。続いて、１２節、委託料２，

５２７万６，５９２円、７万４，４０８円、主なものは、学校給食調理業務２，３１３万

９，６００円で、これは南山城村学校給食等の業務委託分でございます。めくっていただ

きまして、９６ページをお願いします。１８節、負担金、補助及び交付金１，３６１万７，

９０３円、１万６，０９７円、主なものは、和束町給食センター職員の派遣職員人件費分

返還１，３５９万５，４０３円となっております。６款、公債費、１項、公債費１，５２

９万３，６２０円、４，３８０円となっております。これは、決算の概要説明で述べまし

たとおりでございます。歳出合計、支出済額８億２７万８，２７６円、翌年度繰越額８，

７５３万６，０００円、不用額２，３１０万７，７２４円となっております。最後にめく

っていただきまして、９７ページをお願いします。実質収支に関する調書を報告致します。

歳入総額８億２，２８１万４，８２３円、歳出総額８億２７万８，２７６円、歳入歳出差

引額２，２５３万６，５４７円、実質収支額２，２５３万６，５４７円でございます。以

上、簡単ではございますが、これで令和３年度一般会計決算の説明を終わらせていただき

ます。よろしくご審議の上、ご認定いただきますようお願い申し上げます。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ここで、決算監査報告を求めます。監査委員、久保憲司議員。 

 

◎ １０番（久保 憲司） 

 監査委員の久保憲司でございます。監査につきましては、去る１０月３１日の午前１０

時から午後４時まで、和束町体験交流センター会議室で行っております。令和３年度相楽

東部広域連合一般会計歳入歳出決算の意見書をご覧いただきながらご報告をさせていただ

きたいと思います。地方自治法第２３３条第２項の規定によりまして、審査に付された令
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和３年度相楽東部広域連合一般会計歳入歳出決算及び関係書類を審査致しました結果、次

のとおり意見を提出致します。２枚めくっていただきまして、意見書の１ページをご覧く

ださい。審査の対象でございますが、令和３年度相楽東部広域連合一般会計歳入歳出決算、

関係書類は令和３年度相楽東部広域連合一般会計歳入歳出決算書、また、令和３年度相楽

東部広域連合一般会計歳入歳出事項別明細書、並びに同年度実質収支に関する調書、また、

財産に関する調書に基づきまして会計監査を行っております。日にちは、令和４年１０月

３１日でございます。審査の方法でございますが、審査に当たりまして広域連合長から提

出されました、令和３年度相楽東部広域連合一般会計歳入歳出決算書並びに関係書類が関

係法令に遵守して作成されているか、その計数が正確であるかについて関係帳簿と照合を

行うとともに、関係職員の説明を聴取して実施を致しております。審査の結果、審査に付

された令和３年度相楽東部広域連合一般会計歳入歳出決算書並びに関係書類は、いずれも

関係法令に準拠して作成されたものであり、計数は正確で内容も適正であると認められま

した。第５、決算の概要でございますが、一般会計の予算現額は９億１，０９２万２，０

００円で、前年度に対しまして１，１９８万５，０００円の増加、これに対する決算額は

歳入８億２，２８１万４，８２３円、予算現額に対する割合が９０．３３％、歳出につき

ましては８億２７万８，２７６円、予算現額に対して８７．８５％となっております。よ

って、歳入歳出差引額は２，２５３万６，５４７円となっておりまして、なお、単年度収

支といたしましても１，５７９万４，８１７円の黒字の決算となっております。また、最

近３か年の一般会計決算は次の表のとおりでございますので、ご覧おきいただきたいと思

います。以下、ずっと具体的な数字に対します審査の結果をご報告しておりますので、こ

れについては後ほど皆さんの方でご確認をいただきたいと思います。なお、最終ページに

審査の意見を載せておりますのでご覧ください。１５ページになります。令和３年度にお

ける相楽東部広域連合一般会計の歳入歳出決算状況は、予算現額がそれぞれ９億１，０９

２万２，０００円に対して、歳入が８億２，２８１万４，８２３円、歳出が８億２７万８，

２７６円で、実質収支に２，２５３万６，５４７円の黒字となっております。決算額を前

年度との比較で見ますと、歳入で９１．３９％、歳出でも８９．５６％ということで、と

もに前年度の数字を下回っております。また、予算現額に対する執行率の比較でも、歳入

は９．８３％の減少、歳出では１１．５６％の減少ということで、予算現額は増加してい

るにもかかわらず、歳入歳出決算額が減少した理由は、翌年度への事業繰越額、これが８，

７５３万６，０００円でありますけれども、これを差し引きましてもなお不用額といたし

まして２，３１０万７，７２４円というのが生じておりまして、適正な予算の計上並びに

執行が求められるということで指摘をさせていただいております。少し下へ下がっていた

だきまして、歳出を款の科目ごとに少し見ていきたいと思いますが、総務費では令和２年

度で京都府のデジタル疎水ネットワーク機器の更新、完了致しておりますけれども、人件

費や給与システム関係の委託料などの増加により、わずかに前年度決算額を上回っており

ます。また、民生費でございますけれども、前年度との比較におきましては大きな変化は
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ございません。細かくは、また内容をご確認いただきたいと思います。次に衛生費でござ

いますが、これは今日の質問にも出ているところですが、テールアルメ擁壁の安全対策工

事が本格実施されております。事業費の多くが翌年度に繰り越されております。ただし、

議決案件といいますのは、この工事は８，８００万円ということで、条例で定めておりま

す５，０００万円以上の工事請負契約でございますが、この部分については議決案件であ

るにもかかわらず、安全対策工事が令和３年度中に新たな工事内容を追加されております。

これに伴う予算措置や議会への変更手続が必要と認められる事案であったにもかかわらず、

決裁文書は作成されておらず、管理者による十分な判断がされていないと疑われる事務手

続により、結果として議会への説明が十分でなかった点について、関係者が状況を共有し

適正に事務が進められるよう厳しく指摘をいたしております。また、内訳のじんかい処理

費、ここにつきましては、ここ数年、増加を続けていた粗大ごみの収集量減少にしており

ますけれども、もう少し下段になりますけれども、人口が少しずつ減ってきているにもか

かわらず、可燃ごみの収集量が昨年よりもわずかに上回っているということで、反比例の

関係にございます。構成町村とも連携して原因調査、把握を行い、ごみ処理を民間委託し

ている現状からもなお一層減量化の徹底に努められたいということで、指摘をいたしてお

ります。教育費は、一番これは予算規模の大きい科目でございますが、令和２年度のＩＣ

Ｔ環境整備事業が完了し、本年度の決算額も大きく減少いたしましたが、一方で不用額の

著しい増加が見られております。この点も、今後、有効な予算の計上、活用、執行に十分

留意をされたいということでございます。なお、同日、現地調査を実施いたしておりまし

て、１か所は教育施設でございますが、現地調査でタブレットを活用したＩＣＴ教育環境

の充実状況を確認いたしました。これは非常に現場でも、当日も活用されて非常に有効に

使っているという様が見て取れました。ただ、多額を投じて整備を行っても数年後にはま

た修理や更新が必要になってくるということで、常に精度の高い経費見積もり等を行って

不用額の発生を抑えるなど、財源確保対策も必要でございます。そういったことに、十分

留意をされた教育環境の整備を推進されたいということで指摘をいたしております。以上、

前年度との比較を基本に審査を実施いたしましたが、これらの指摘事項につきましては真

摯に改善に取り組み、健全な行政運営に努めていただくようお願いをいたしております。

最後に、ごみ処理問題や少子高齢化の進展など、山積する行政課題の解決に向けて構成町

村との連携強化の下、着実な事業の推進を望むものであります。以上、書面をもって報告

をさせていただきます。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 久保憲司監査委員の決算監査報告を終わります。ただいまから、午後１時２０分まで休

憩いたします。 

 

（休憩 １２：１６～１：２０） 
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◎ 議長（岡田 勇） 

 休憩を解き、これより会議を再開いたします。これから質疑を行います。なお、同一議

員による質疑は、同一議題について３回までとしておりますので申し添えます。質疑はあ

りませんか。日程第６の認定ですよ。６番、鈴木議員。 

 

◎ ６番（鈴木 かほる） 

 決裁認定のところ、９２ページの給食事業のところです。そこに、給食センター運営委

員会報酬３万円とあります。これは、同じように出された東部連合の令和３年の点検評価

報告書というのを見てましたら、和束で年に１回だけやっていると、令和３年５月にやっ

ているんです。これは、年に１回やるのに３万円の報酬を払ったのかなと。一体、何人で

中身は何を話しているのか聞きたいです。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 教育次長。 

 

◎ 教育次長（竹谷 正則） 

 ただいまの鈴木議員さんのご質問にお答えさせていただきます。和束町学校給食センタ

ーで、運営委員会を開催させていただきました。５月に実施しております。こちらの報酬

ですけれども、当日ご出席いただきました委員さんの手当になります。１会議当たりお一

人様６，０００円の手当になっております。その中でお話しさせていただいておりますの

は、３年度の会計につきまして決算状況の説明をしております。そして、学校給食センタ

ーの取組状況、そちらの部分を日頃どういうふうな取組、調理をしているのか、そういう

のをプロジェクター等を使って委員さんに見ていただいたという内容でございます。以上

です。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ６番、鈴木議員。 

 

◎ ６番（鈴木 かほる） 

 ということは、５人の委員さんが参加されたということですね。中身は、これ３年度の

決算は、令和３年の５月には出てない、もう出ているんですか。その決算とか取組、こん

なことやってますという話ですよね。思うのは、先ほどの朝の質問でも言いましたけども、

和束町の会計だけは詳しく出ているわけですけども、ほかの笠置町だって村だってやって

いるにもかかわらず、そういう状況ないし、教育委員会の報告、緑の表紙の報告にも笠置

や村で給食委員会をやったという痕跡が全くないわけです。だから給食委員会って、いわ
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ゆる行政からのお知らせだけではなくて、実際に子どもたちに給食を食べさせている保護

者も含んで、意見を聞くという役割も非常に大事やと思うので、それを３町村の学校給食

に合わせてぜひ考えていただきたいと思うんですが、どうですか。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 教育次長。 

 

◎ 教育次長（竹谷 正則） 

 運営委員会ですけれども、規則を設けさせていただいているところでございます。相楽

東部広域連合立学校給食センターに係る運営委員会規則というものが制定されております。

その中で、和束町学校給食センターに１つの運営委員会、そして南山城村学校給食センタ

ーに１つの運営委員会を設けるというふうに定められております。その中で、各委員さん、

学校長をはじめ、学校の給食主任、そして保護者代表の方などを集めさせていただいてす

るということになっております。和束町学校給食センターにおきましては、年１度させて

いただいております。南山城村におきましては、コロナ等でできていない年もありました

が、今後また開催の方をしまして、保護者の皆さんのご意見等を伺いたいと考えておりま

す。以上です。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ６番、鈴木議員。 

 

◎ ６番（鈴木 かほる） 

 ３回目になりますけど、笠置町の情報が全く抜けてますよね。本当に給食委員会、年に

１回で十分なのかなと、皆さんからの声を吸い上げようと思ったら、もう少し回数を増や

さなあかんのじゃないかなという気もするんです。やっぱり３町村、どこの親も安心して

給食が食べられるように、これから考えていってほしいと思うのですが、どうでしょう。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 教育長。 

 

◎ 教育長（岡田 善行） 

 確かに、給食は子どもたちが大変楽しみにしておりますし、おいしい給食を食べてもら

ってしっかり活動していってほしいなというふうに思っていますので、確かにご指摘のよ

うに年に１回適正かどうかということを保護者、委員さん方にお聞きはしておるわけです

が、機会あるごとに委員会という特別なかたちで開かずとも、保護者の声は聴けるという

ふうにも考えますし、日々の学級での様子やそういったことを含めまして、できることな
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らば回数も増やしていくように考えてはいきたいと思いますが、善処していきたいなとい

うふうに考えております。以上です。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 １番、村山議員。 

 

◎ １番（村山 一彦） 

 ちょっと私の方は３４ページですけれども、真ん中の方に委託料、東部クリーンセンタ

ー公害環境測定調査委託１０３万８１０円、ごみ質分析業務委託料１９９万６，３９０円

と計上されておるんですけど、東部クリーンセンターは今、稼働していないのにこの意味

はどうか、ちょっとお聞きしたいのですが。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 吉田環境課長。 

 

◎ 会計管理者兼環境課長（吉田 和秀） 

 村山議員のご質問にお答えさせていただきます。今現在でもごみ質の分析調査を行って

いるということなんですけれども、今後また再開ということがありましたら、そのときの

ために現在も分析調査、ダイオキシン等行っているわけでございます。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 １番、村山議員。 

 

◎ １番（村山 一彦） 

 ということは、今、稼働はしてない。そして、そういう有害物質も出てないんですけど

も、その中でも公害環境測定ということは、単なる要するに空気の流れの中でそれをひら

っているのですか。何か、もう一つ意味合いが分からないんですけどね。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 吉田環境課長。 

 

◎ 会計管理者兼環境課長（吉田 和秀） 

 休止しているのに必要かということでよろしいでしょうか。 

 

◎ １番（村山 一彦） 

 ちょっと聞こえないです。 
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◎ 会計管理者兼環境課長（吉田 和秀） 

 現在、休止しているのに調査を行っている。 

 

◎ １番（村山 一彦） 

 実際、煙も何も出ていないですよね。要するに煙も何も出てないのに、どこのところを

調べているのか、その辺が分からないので。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 中嶋君、分かってるんやったら言いや。 

 

◎ 参与（中嶋 孝浩） 

 すみません。村山議員さんの質問に、ちょっと代わってお答えさせていただきたいと思

います。クリーンセンター自体は、施設がある関係で施設そのものの重油タンク等を持っ

ております。その関係で、排気等が下流の汚染をしてないかどうかといったところの、地

下タンクの漏れとかの点検、そういったところの地下水への影響を検査しているという部

分と、もう一つはごみ質分析の方は、これは一般廃棄物の処理規定の中で、家庭から出て

くるそれぞれのご家庭の生ごみについて、どういうごみが出てきていて、それに対してど

ういう残渣が出てくるのかといったところを当然調査させていただいて、今後のごみ処理

事業計画、一般廃棄物処理計画がまた５年なり１０年なりといったところで改訂されるわ

けなんですけども、そういった、その分析用のデータを取りながら伊賀市にも報告をする

というかたちになりますので、そういったところの分析を随時やっているといったところ

でございます。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 １番、村山議員。 

 

◎ １番（村山 一彦） 

 最後ですね。ごみ質分析業務委託料、これは理解できました。ただ、上のクリーンセン

ター公害環境測定調査委託料１０３万という金額的にもかなり大きいですし、今日の質問

の中でもなかなか再稼働は難しいんじゃないかというふうなことで思ってますので、もう

やめたらいいと思うんですけど、連合長どうですか。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 堀連合長。 
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◎ 広域連合長（堀 忠雄） 

 これも朝、答弁しましたように、いろいろな課題は抱えておるということですので、今

後いろいろとそういう角度から検討しなければなりません。それと、この２つの調査は、

１つは今ご理解いただいたと思うのですが、もう一つは止まっただけで、あそこの一番の

問題は流れの中から生じる水分とかは、ふつうは直接流したらあきませんよとか、ため池

をつくりなさいよとか、燃焼は止まっておったかて施設管理というのはついてきます。そ

ういう意味で、やっぱりこういうことはやっていかなければなという、これは協定にも基

づいておりますので、そういうことからこれだけ引き継いできたと、こういうことでご理

解いただきたいと思います。もう少し、今のご意見もいただきますので、あと、これ本当

にどの時点で止めてもオーケーできるのか。できたら、止められたら一番ありがたいです

けど。それも慎重に、いろんな今やってきた経過と今後の必要性を鑑みて判断していきた

い、このように思います。以上です。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ４番、井上議員。 

 

◎ ４番（井上 武津男） 

 ４８ページの委託料で、浄化槽清掃維持管理委託料となっておりますけれども、これは

どこの町村でどういうところをこういうふうに清掃管理されておるか、ちょっと教えてい

ただきたいです。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 城野学校教育課長。 

 

◎ 学校教育課長（城野 成子） 

 井上議員の質問にお答え致します。４８ページの浄化槽清掃委託ですね。これは、笠置

小学校となっております。合併浄化槽となっておりますので、その辺の汚泥の引き抜きで

すとか、中の掃除ですとか、そういう管理をしないといけませんので、その分を業者にお

願いをしてやっていただいているものでございます。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ４番、井上議員。 

 

◎ ４番（井上 武津男） 

 これは、３町村全ての合計のものでありますか。それとも、どこか特別なところだけで

やっておられるわけじゃないわけですね。 
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◎ 議長（岡田 勇） 

 城野学校教育課長。 

 

◎ 学校教育課長（城野 成子） 

 すみません。お答えいたします。浄化槽を設置しているのが、笠置小学校、笠置中学校

でございます。笠置中学校の分も、別で予算をいただいて委託作業をさせていただいてお

りますので、浄化槽の維持管理等につきましては笠置小学校と笠置中学校の分だけでござ

います。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ４番、井上議員。 

 

◎ ４番（井上 武津男） 

 和束と村との方は、これは全然関係ないわけですか。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 城野学校教育課長。 

 

◎ 学校教育課長（城野 成子） 

 お答えいたします。和束町の方の学校につきましては、下水道が整備されておりますの

で、その分はございません。南山城小学校も、大丈夫でございます。以上です。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ５番、坂本議員。 

 

◎ ５番（坂本 英人） 

 ９６ページ、負担金、補助及び交付金の中に全国学校栄養士協議会というのと、全国学

校栄養士協議会京都支部というのが支出があるのですけれども、栄養士を選ぶことという

のは教育委員会ができるのか、それともルーティーンで回ってくるのか、どういう仕組み

になっているのかをお聞かせいただきたい。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 教育長。 

 

◎ 教育長（岡田 善行） 
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 栄養士、本来ならば全ての学校に配置していただけるとありがたいのですけれども、そ

うはなっておりません。実際、中学校は栄養士が配置されてないことが多いと思います。

小学校は、自校炊飯の関係で栄養士さんがおられるというのが大体普通です。センター方

式になりまして、センターに栄養士さんを置かないといけないということにはなっていま

すので、センターに置いていただくんですけれども、京都府の方からは職員として、栄養

教諭として配置されている分は京都府から来るんですけど、栄養士も京都府から来る分と

笠置小学校等は町単費でお願いしているかと思うんです。だから、京都府との関係でこっ

ちでもったり向こうでという話になっていると思います。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ５番、坂本議員。 

 

◎ ５番（坂本 英人） 

 なぜ、こういうことを聞くかというと、僕ずっと給食をおいしくしてくれというお願い

を再三してまいりました。３年度が一番したかと思うんですけど、やっと実って我が娘が

給食が楽しみやというふうになって帰ってきました。これ、何でかと言ったら、笠置小学

校のときにいた栄養士の先生が給食センターに来たと、献立を見るのが楽しみになったと

帰ってきたんです。これはすごいことやと思って、毎日、今日こんなんやったで､上坂先生

来たでという話を聞いたときに、ちょっと分かってくれはってんなと、教育委員会も変わ

っていくんやなと思ったわけですよ。この３年の決算は明るいなと思ってますので、引き

続き栄養士で給食がおいしくなるという事実が分かったので、そこにご尽力いただけたら

なと思っております。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ８番、西議員。 

 

◎ ８番（西 昭夫） 

 ３８ページ、中段、２１節、補償補填及び賠償金のところで、備考のところに補償金２

３３万８，２９０円、これはどういう性質のものか、どこに払われたのか、ちょっとお聞

かせください。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 吉田環境課長。 

 

◎ 会計管理者兼環境課長（吉田 和秀） 

 西議員の質問にお答えさせていただきます。補償金でございますが、こちらにつきまし
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ては、クリーンセンターのテールアルメ擁壁の安全対策工事に伴う関西電力送電に対する

補償金でございます。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ５番、坂本議員。 

 

◎ ５番（坂本 英人） 

 今日も一般質問で再三、東部クリーンセンターのことは出ておりますが、廃炉するどう

のこうのの話が進まないわけじゃないですか。それでも支出はずっと伴っていって、財政

的に厳しい３町村で重たい課題やなと、常々思っているんですけれども、廃炉とか云々か

んぬん別として、ごみ処理をどのように連合長・副連合長はお考えなのかなと思うわけで

すよ。例えば、四国にあります上勝町、４５品目分別されているところ。これは、それで

有名になって住民の意識が上がって、ごみ処理費用自体の経費は上がっているんですけど

も、住民がそこに住む価値は上がっていると思うんです。僕たちも財政難の自治体で、新

しいハード設備を整えるのは無理であろう、みんなが多分ある程度理解していると思いま

す。そしたら、やれることはごみの分別とか減量とか、それをどう本気で取り組むのかと

いうことだと思うんですね。それで、もし減量が例えば５０％からめざしましょう。四国

で今８０％ぐらいまで、ごみのリサイクル率は上がっているみたいな話は調べれば出てく

るんですけど、そういう努力をしているから、例えば、定住自立圏を使って伊賀市にこれ

だけ推進しているところだから、それが残った残渣なら取ってもらえるやろみたいな、取

ってくださいよみたいなマーケティングができないのかなと、僕は思うんですよ。そうい

うことを考えるのが、連合長・副連合長のお仕事なのかなと、それで政策をつくって、こ

の町に住むことが価値があって人口が増えるとか、そういうアンテナを張っている若者が

私もそういうポジティブな町に住みたい、そういうふうに組み立てていくのが僕はまちづ

くりだと思っているんです。何分、あそこを潰す潰さないと同時に、そういうポジティブ

な話を政策展開していただいて、議会で議論を重ねていきたいと思うのですがいかがでし

ょうか。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 堀連合長。 

 

◎ 広域連合長（堀 忠雄） 

 今、坂本議員から本当にいいご質問をいただいたと思っています。現に、ひとつ、二つ

の面から言います。今、一方私どもで取り組んでいる、笠置も南山城もそうだと思います

が、その町村で上勝町みたいに分別はできませんけども、生ごみをコンポストにするとか、

それに補助金を渡すとか。今、和束町では生ごみを肥料化しようということで、そして、
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それは今言われたように和束町の行政が言うのではなしに、住民が立ち上がって、その問

題を考えるということで教室を設けたり、そういうやつを今度雇用できないかということ

で、うちの場合で申し上げますと雇用促進協議会のような、その住民を巻き込む作業をや

っております。これはこれとして大事なことで、夢のあるまちづくりをしないと全部処理

するのではなしに、それを再資源化していくという取組がポジティブというのか、非常に

街づくりに大事なこと、これは本当にそうだと思います。これの取組をさらに強くしてい

きたい。これを先ほど、朝答弁させていただきましたように、各町村で環境担当課とかい

ろいろおりますので連携して、お互いにいいところは普及をしていきたい、これが 1つな

んです。もう一つは、処理施設なんですが、これはっきり言いまして１０トン級はいきが

あるんですね。坂本議員も、ご承知いただいてますが、うちで人口 1万人減ってきてます。

今でも３日しか燃やさんものを、これはそもそも論の話です。これを、ここでこんなこと

を言うたら、これは議事録に載りますので、私、それは大きな課題だというふうに申し上

げております。そういったいろんな問題を抱えております。だから、そういうことをせや

からこれ、といういわゆる補助金、それやったら初めからやめておいたらいいやないかと

か、いろんな違う面からいくと大変な問題が残ります。あそこは、努力をするというかた

ちはありますが、一番大事なのは今言われたように東部連合のごみ処理計画をどのように

立てるか。ごみ処理計画を立てるのに、持ってるから持ってるやつは進もうとするけれど

も、それは困難であれば民間委託でやるのもやむない。４つの案を出してもらいました。

あの１つを使ってやっていく。その間、やりながらそれでいいのかと言ったら、伊賀市に

また迷惑をかけますので、広域とか違う面で努力していくと、こういう方向を示していく

方が大事だと思います。ただ、これはいろいろとかたち上、形式上言わなければならない

ところはご理解いただいて、一番いい方法はどうなのかというところみんなで共有して、

形がどうやとかいわないで、そういう緊急避難措置をとることで、その間に広域化してい

く努力もしていかなあかん、そういうふうに思っています。そして、あそこの在り方をど

うしていくか、これも検討しなければいけない。そして、大きい判断は議員の皆様方とご

相談していかなければならない。こういうふうに思っております。以上です。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ５番、坂本議員。 

 

◎ ５番（坂本 英人） 

 連合長のお話はいつも楽しく聞かせていただいております。僕が懸念している、いつも

不安に思っていること、これからこの町に住み続けるにあたって、例えば、西部塵埃に入

れてもらうと、大きい焼却炉になると維持管理費だけで、建てた経費を年間通していく、

みたいな計算になっているはずなんです。有名なやつが貝塚市の焼却炉で、５０億で建て

た焼却炉が年間維持管理費１５０億かかっている、それ毎年です。この東部３町村のごみ
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の量がいかほどであれ、分担金を払っていけるのかというここが一番恐怖を感じておりま

す。ですので、入れてもらえたらラッキーかもしれませんが、それに明るい未来、財政面

で考えるときにあるのかどうかというのも真剣に考えていただきたい。なぜ、僕がリサイ

クルの方にというかというと、今の若い世代はそっちにもかなりアンテナを張ってますし、

自分たちで出したものは自分たちで責任を持つという、もともとのは排出方法の原理原則

を自分たちがやっていって、それが町の取組になっていく。例えば、自治体が休耕田を買

うとするじゃないですか。今、田畑は安いですから。この田畑を、その肥料を使って野菜

をつくるなり、特産品をつくるなり、それを自由に持って帰ってもらうことが、駅の近く

に畑をつくるとできるんです。だから、自分たちのアイデンティティーを誰かが幸せにす

る、そういう仕組みをつくっていくのが田舎のよさだと思っているんですよ。きれいごと

かもしれませんけれども。でも、このきれいごとがなかったら、まちづくりをやったらあ

かんと思っているんです。だから、重たい問題と楽しいことを同時にしないとずっとしん

どいことを考えないといけないじゃないですか。あの焼却炉をどうやって潰そう、何ぼか

かるんやろ。まず、近隣にもお願いしに行かないといけない。ただ、こっち側が明るいこ

ともやっていたから、しんどいことも一緒にできるんちゃうかと。ここで成功すれば、こ

この人たちはここでも協力してくれるはずなんです。こういう社会の仕組みをつくってい

く政治をつくるのが、この連合の仕事だと思うので、ぜひ連合長、前向きにその明るさで

変えていっていただきたいなと思います。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 堀連合長。 

 

◎ 広域連合長（堀 忠雄） 

 今、まさに坂本議員が言われたように、ハイブリッドの技術化、その生ごみを有機化し

よう。和束町で今、雇用促進ちょっとだけ今接点がありますので紹介します。農家の方、

住民の方に、乾燥さす器みたいなものをお渡しする。自分のところのごみはできたら集め

て持ってきてもらうんです。ある程度乾燥したら、うちで有機化して、出来上がったもの

はその農家の方に返して、そこで採れた野菜というのを和束の里で売ってもらう。こうい

うことを広めていきたいと一方ではやっています。まさに言われるとおりで、そういうま

ちづくり。これと、生ごみはついたものですから、何でも捨てるんやなしに、どう有効活

用するのか課題やと思います。現に、小さいけど小さいところから今言われたようにやっ

ていく。だから、ハイブリッド。施設は抱えておりますから、今後どうあるべきか。広域

でも前の連合長のときでもそうですけど、木津川市に足を運んで行っています。ただ、あ

るのは朝も言いましたが、今の課題は次のときに考えましょうと言うけど、何とかそれを

早くしてほしいと、町村にもご指導してほしい、相手のあることですからなかなか難しい

ので、そういうことを踏まえて緊急的に処理計画に基づいて処理していくという、この２
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つがあると思います。ここはきっちり前向きに、だから今言った、ああやこうやと言われ

るけど前向きに夢を見る方が非常に私たちも楽しく勇気をいただける、ああやこうや、こ

こどうやこうやと言われる方がしんどいときがあります。そして、今言っていただいた、

本当に私どもこれに関わっているものに勇気づけられて、いいご質問をいただいたと本当

にありがたく思っております。ありがとうございます。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ９番、梅本議員。 

 

◎ ９番（梅本 章一） 

 ５４ページの上段、エレベーター点検が１０万１，２００円、それから５８ページの中

ほど、エレベーター点検委託料４１万５，８００円、それから６０ページに南山城小のエ

レベーター設備工事ということで９１３万ということで、いろいろなところにエレベータ

ー関係の費用が載っているんですけれども、これは関連性があるものなのかどういうこと

なのか、ちょっと説明をいただきたいと思います。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 城野学校教育課長。 

 

◎ 学校教育課長（城野 成子） 

 梅本議員の質問にお答えさせていただきます。まず、５４ページのエレベーター点検で

すけれども、こちらについては南山城小学校のエレベーター点検です。年４回やっており

ます。校舎内に地下の給食センターから２階の教室まで、給食等が運べるように人も乗れ

るようなエレベーターを設置しております。その年４回点検が必要ですので、その分の委

託料となっております。それから６０ページのエレベーターの工事については、設置から

約２０年経過しております。部品等、経年劣化により交換等が必要なものが生じました。

再利用できるものについては再利用し、部品等どうしても経年劣化で消耗してしまった部

品等については取り換え等をさせていただきました。その経費として９１３万円かかった

ということでございます。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ９番、梅本議員。 

 

◎ ９番（梅本 章一） 

 それと、５８ページの４１万５，８００円というのは、これはどういうことですか。 
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◎ 議長（岡田 勇） 

 城野学校教育課長。 

 

◎ 学校教育課長（城野 成子） 

 質問にお答えいたします。すみません。ちょっと訂正をお願いいたします。５４ページ

についてですが、申し訳ございません。和束小学校のエレベーターの点検となります。１

０万１，２００円ですね。これは、給食を運ぶためのエレベーターでございます。年４回

の点検を行っております。それから。 

 

◎ ９番（梅本 章一） 

 それだけです。 

 

◎ 学校教育課長（城野 成子） 

 それでよろしいですか。すみません、失礼いたしました。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ９番、梅本議員。 

 

◎ ９番（梅本 章一） 

 人が乗るものかということで思ってたんですけども、給食を運ばれるということで日常

に使ってはおられるということですね。なかなか、この南山城村の役場にもエレベーター

がない状況で、小学校にエレベーターということで、どういうことかなというふうに思っ

ていたのですけど、そういう給食関係の重たいものを運ばれるということですね。５４は

南山城小の点検、５８は和束町の小学校の。 

 

◎ 学校教育課長（城野 成子） 

 ５４ページは和束小学校です。５８ページは村の小学校です。 

 

◎ ９番（梅本 章一） 

 そうですか。ちょっと逆ですね。分かりました。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ほかにありませんか。６番、鈴木議員。 

 

◎ ６番（鈴木 かほる） 

 また給食の話になりますが、９４ページの項目をずらっと見てましたら、本当に細かい
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ことまで載っているんです。ゴキブリ駆除のお金とか、それから食材検査とか、細かいこ

とがずっと載ってるんですが、これは全部和束小学校、和束の給食センターの話ですよね。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 城野学校教育課長。 

 

◎ 学校教育課長（城野 成子） 

 鈴木議員の質問にお答えいたします。これは、和束の給食センター及び村の給食センタ

ーの分を合わせてしておりますので、どちらもさせていただいております。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ６番、鈴木議員。 

 

◎ ６番（鈴木 かほる） 

 先ほどの献立というか給食費に係るそういう報告というか、それぞれの町村ごとにとい

う要望をしましたけれども、できたらここの書き方もそれぞれの給食センター、町村ごと

に書いてもらえたら見る方は分かりやすいんです。説明を受けるときに、これはどこの給

食とどこが混ざってまして、和束はこれだけ、村はこれだけというふうに口頭での説明を

今まで聞いてきたんですけど、できたら最初から分けた報告をしてもらえたら、もっと分

かりやすいかなと思うので、これは来年度に向けての要望なんですけど、どうですか。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 城野学校教育課長。 

 

◎ 学校教育課長（城野 成子） 

 鈴木議員の質問にお答えさせていただきます。この決算書については、総務課でまとめ

ていただいているんですが、システムの関係上こういうかたちで載っていると思います。

私としては、そのシステム改修とかの関係はちょっとお答えできないので、ご了承いただ

きたいと思います。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 岸田総務課長。 

 

◎ 総務課長（岸田 秀仁） 

 このシステムの関係は、予算のときに各項目をつくったらできますので、各項目をつく

って明細にするということも可能なんですけど、そうするとまたものすごく細かい、もっ
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と見にくくなるということもあって、一応こういうふうな大項目、小項目みたいなかたち

の捉え方をしてますので、ちょっとここら辺は教育委員会とさらにちょっと詰めさせても

らって、要望として承りますけども、場合によっては委員会等もございますので、今回も

そうですけど総務委員会、文教委員会というふうなところへの説明というところでありま

すので、万が一あれでしたら、そちらでしゃべっていただくというのも一つの方法かと思

いますので、そこら辺はまた調整させていただくということで、システムについてはもの

すごく細かくなりますので、そうじゃないとまだここに、例えば、南山城小学校、和束小

学校とか、また、項目がどんどんどんどん増えてきますので、そこも踏まえた中で今継続

して旧のシステムからの引っ張り出しをしていますので、そこはちょっと検討させていた

だくということでお時間をいただけたらと思います。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ほか、ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。これから討

論を行います。討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 討論なしと認めます。これで討論を終結いたします。これより採決します。認定第１号、

令和３年度相楽東部広域連合一般会計決算認定の件は、原案のとおり認定することに賛成

の方は挙手願います。 

 

（挙手多数） 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 挙手多数です。したがって、認定第１号、令和３年度相楽東部広域連合一般会計決算認

定については、原案のとおり認定されました。日程第７、議案第６号、京都府市町村職員

退職手当組合規約の変更の件についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。

堀連合長。 

 

◎ 広域連合長（堀 忠雄） 

 議案第６号、京都府市町村職員退職手当組合規約の変更について、ご提案申し上げます。

本件につきましては、京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体のうち、相

楽郡広域事務組合が名称変更することに伴い、規約の別表に掲げる組合市町村の名称変更

を行うべく組合規約を変更することについて、地方自治法第２８６条第１項の規定により

協議するため、同法第２９０条の規定により、議会の議決を得る必要があることから、こ
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のたび提案することとなったものでございます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 議案の説明を求めます。事務局長。 

 

◎ 事務局長（小森 豊久） 

 それでは、議案第６号、京都府市町村職員退職手当組合規約の変更につきまして、朗読

等をもちまして説明とさせていただきます。京都府市町村職員退職手当組合規約の変更に

ついて、京都府市町村職員退職手当組合規約を次のとおり変更する。令和４年１２月９日

提出。相楽東部広域連合広域連合長、堀忠雄。次のページをおめくりくださいませ。令和

３年度から、常勤の職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同処理するために同組

合に加入しているところでございますけれども、先ほど連合長の提案理由でもありました

とおり、同組合の構成団体であります「相楽郡広域事務組合」が「相楽広域行政組合」へ

の名称変更をする同組合の規約変更を行うに当たりまして、笠置町・和束町・南山城村を

含め、組合を組織する全ての地方公共団体の議会において手続が必要であることから、こ

のたび提案するものでございます。以上、簡単ではございますが、説明とさせていただき

ます。よろしくお願い申し上げます。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。これから討論を行います。討論は

ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 討論なしと認めます。これで討論を終結いたします。これより採決します。議案第６号、

京都府市町村職員退職手当組合規約の変更の件について、原案のとおり決定することに賛

成の方は挙手願います。 

 

（全員挙手） 
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◎ 議長（岡田 勇） 

 挙手全員です。したがって、議案第６号、京都府市町村職員退職手当組合規約の変更の

件については、原案のとおり可決されました。日程第８、議案第７号、令和４年度相楽東

部広域連合一般会計補正予算（第２号）についてを議題といたします。議案の理由・説明

を求めます。連合長。 

 

◎ 広域連合長（堀 忠雄） 

 議案第７号、令和４年度相楽東部広域連合一般会計補正予算（第２号）につきまして、

ご提案を申し上げます。歳入歳出予算の総額８億２，７７９万１，０００円に、歳入歳出

それぞれ６５０万７，０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出そ

れぞれ８億３，４２９万８，０００円とするものでございます。今回の補正は、令和３年

度の余剰金を負担金、分担金と相殺するもの、会計年度任用職員さんの人件費に係るもの、

南山城村図書室エアコン増設に伴うものが主なものでございます。よろしくご審議いただ

き、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 総務課長。 

 

◎ 総務課長（岸田 秀仁） 

 失礼いたします。それでは、議案第７号、令和４年度相楽東部広域連合一般会計補正予

算（第２号）につきまして、朗読等をもちまして詳細説明をさせていただきたいと思いま

す。議案第７号、令和４年度相楽東部広域連合一般会計補正予算（第２号）について。令

和４年度相楽東部広域連合一般会計補正予算（第２号）を地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２１８条の規定により提出する。令和４年１２月９日提出、相楽東部広域連合

広域連合長、堀忠雄。１ページの方をご覧ください。令和４年度、相楽東部広域連合一般

会計補正予算（第２号）、令和４年度相楽東部広域連合一般会計補正予算（第２号）は次に

定めるところによる。歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額８億２，７７９

万、１，０００円に、歳入歳出それぞれ６５０万７，０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ８億３，４２９万８，０００円とする。２、歳入歳出予算の補正

の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は「第１表、歳入歳

出補正」による。それでは、歳入の方からご説明をさせていただきたいと思います。まず、

この予算書の１２・１３ページの方をお開きください。併せましてＡ３の資料になります

が、１ページの方をご覧ください。先ほど連合長の提案理由の方でもご説明を申し上げま

したが、今回は令和３年度の繰越金がございます。余剰金が発生しているものから、歳入

等の相殺を行うものでございます。今回の歳入補正では、決算で余剰金２，２５３万６，
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０００円、こちらの方が発生しておりました。当初予算で、１３０万円を繰越金として計

上しておりましたので、その分を差し引いた分２，１２３万６，０００円を繰越金として

予算計上をまずいたします。それと併せまして、歳出の必要額がございます。それと併せ

まして各町村の分担金と負担金を相殺していくというふうなことでございます。１款、分

担金及び負担金、１項、負担金、１目、負担金で１，４７６万２，０００円の減額をして

おります。これは１２ページ、本補正予算書の１２ページのところでございます。町村ご

との金額につきましては、１３ページの方の負担金の減額の一覧に載せております。同じ

く２項、分担金、１目、分担金では８６万６，０００円の減額となっておりますが、こち

らの方は施設分担金、普通分担金、特別分担金、それぞれ１３ページの方、町村ごとにな

っております。負担金・分担金につきまして、ちょっと分かりにくいので詳細説明をさせ

ていただきたいと思います。別添資料１ページの方をご覧ください。まず１ページ、上段

の「令和３年度精算分」でございます。これにつきましては、余剰金が先ほど決算のとこ

ろでも出ておりました２，２５３万６，０００円、出ておりましたけれども、先ほども申

し上げましたとおり、当初予算で１３０万円繰越金として予算計上しておりますので、そ

の分を引いたもの２，１２３万６，０００円を減額として補正をいたします。それは繰り

越しですので、当然、各町村に相殺するものでございますので、減額といったかたちにな

ります。それで、この精算表を見ていただきますと、内訳で負担金、分担金は衛生費に係

るものでございますので、負担金につきましては総務費、民生費、教育費に係るものでご

ざいます。これに係るものが１，９５９万円、衛生費等に係るものについての分担金とし

ては、１６４万６，０００円多くいただいているというふうなかたちになっております。

うろこで出ているのは、多くいただいているということでご理解をいただきたいと思いま

す。続きまして下段、こちらが今回の補正分でございます。令和４年度第２号補正分とい

たしましては、６５０万７，０００円増額といった形で補正を計上するものでございます。

ここから、それぞれ相殺するものが右の表の各町村の負担表というふうなかたちになりま

す。その下の下段では、繰越金と精算分、今回６５０万７，０００円要りますけども２，

１２３万６，０００円を減額補正、これらを相殺したものが１ページの下段の負担金、分

担金、それと分担金及び負担金の合計の表になっているというかたちになります。これが、

補正予算書の１２ページ１３ページの表になってきます。それでは、続きまして１２ペー

ジ、１３ページ、補正予算書に戻っていただきまして、３款、国庫支出金、１項、国庫補

助金、１目、教育費国庫補助金で８４万６，０００円、これを計上させていただいており

ます。こちらにつきましては、公立学校情報機器整備補助金が交付される見込みとなった

ものから計上されるものでございます。続きまして、４款、府支出金、１項、府補助金、

１目、教育費府補助金では、少額ではございますが５万３，０００円計上しております。

こちらにつきましては、豊かな学び・文化体験活動推進事業の補助金が交付される見込み

となったものから計上するものでございます。これら国庫支出金・府支出金につきまして

は、全て教育費への財源充当となります。続きまして、７款、繰越金、１項、繰越金、１
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目、繰越金でございます。これにつきましては、先ほど来説明させていただいております

けれども、令和３年度の余剰金から当初計上分を除いた２，１２３万６，０００円を計上

するものでございます。続きまして、歳出予算の主なものの説明をさせていただきたいと

思います。予算書につきましては、１４ページから１９ページとなります。別添Ａ３資料

につきましては、３ページ以降となっております。歳出全般では、連合長の提案理由でも

お話しさせていただいたところではございますが、会計年度任用職員さんの人件費、これ

に係るもの、最低賃金や当初予算で見込んでいたものの昇給等ありますので、それらの増

額が今回補正予算でまずは計上されておるところでございます。それと、予算書１４・１

５ページでございます。４款、総務費、２項、総務管理費、３目、一般管理費では、これ

は各構成町村、笠置町さん、和束町さん、南山城村さんでも議会の方で提案されると思い

ますけれども、国の法律で個人情報保護条例につきまして変わっております。この関係上、

連合の条例と規則の改正もする必要が出てきております。こういったことから、今回、委

託料として計上をしておるところでございます。これにつきましては、条例等全ての見直

し、規則の見直しと、例規の影響ということを踏まえた関係で委託料として１３２万円を

計上させていただいております。それと、連合の施設の応接室兼連合長室のエアコンが今

回壊れておりまして、７年を経過するということで取り換えといたしまして１８万９，０

００円を計上しております。続きまして、予算書１６ページ・１９ページの関係になりま

す。５款、教育費、４項、社会教育費、１項、社会教育総務費で、７、報償費８万７，０

００円、１０、需用費６万円、１１の役務費で１１万７，０００円、１３の使用料及び賃

借料２２万６，０００円がそれぞれ減額となっております。これは、宵涼み会が中止とな

ったということでの減額でございます。続きまして、社会教育費の中の社会教育施設費で

は、先ほども提案理由でございましたけれども工事請負費、こちらの方で１１１万４，０

００円を計上しております。これにつきましては、南山城図書室のエアコン増設となって

おります。以上、簡単ではございますが、令和４年度相楽東部広域連合一般会計補正予算

（第２号）につきましての詳細説明とさせていただきます。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 これから質疑を行います。ありませんか。 

 ６番、鈴木議員。 

 

◎ ６番（鈴木 かほる） 

 １９ページ、工事請負費、これ文教委員会でも話は聞かせてもらって、１００平方メー

トル相当の今あるのと同じようなものをもう一台、同じというかもう一台買うということ

で話は聞いているんですけど、これ今から工事をして、予算が通って初めて発注ですね。

工事をして、この冬には間に合わないのでしょうか。ちょっとそれだけ、もっと早くはで

きなかったのかなと思うのですが。 
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◎ 議長（岡田 勇） 

 南生涯学習課長。 

 

◎ 生涯学習課長（南 和昇） 

 ただ今のご質問について、お答えいたします。南山城村図書室に設置していますエアコ

ンは、現在１台でございます。稼働しているエアコンにつきましては、購入後１０年程度

経過しており経年劣化、それから図書室のサイズ、広さに対して１台では容量不足であっ

たこと、それから年々外気温の上昇、異常気象によるもの、それからコロナ対策による換

気などによりまして、夏場の温度設定についても最低に設定をしておいても室温が３０度

を超えるという日が多々続いたことから利きが悪く、利用者やまた職員の熱中症予防対策

のために急遽、夏、用意をさせていただこうと思ったんですけれども秋まで議会がないと

いうことで、緊急的には冷風機を２台、サーキュレーター２台で対応をさせていただきま

した。今後、この１２月の議会で予算を計上させていただいて認めていただければ、３月

中に冬の間に工事をし、新しい設置をさせていただいて冬にも対応できるように準備をさ

せていただこうと考えております。よろしくお願いします。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ほかにありませんか。なしと認めます。これで質疑を終結いたします。これより討論を

行います。討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 討論なしと認めます。これで討論を終結いたします。これより採決します。議案第７号、 

令和４年度相楽東部広域連合一般会計補正予算（第２号）については、原案のとおり決定

することに賛成の方は挙手願います。 

 

（全員挙手） 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 挙手全員です。したがって、議案第７号、令和４年度相楽東部広域連合一般会計補正予

算（第２号）については、原案のとおり可決されました。日程第９、発議第１号。４番、

井上議員。 

 

◎ ４番（井上 武津男） 
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 休憩の動議をお願いできますでしょうか。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 賛成の方。 

 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 よって、休憩を致します。１０分休憩します。 

 

（休憩 ２：２０～２：４０） 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 すみません。休憩を閉じます。日程第９、発議第１号、ＧＩＧＡスクール構想による一

人１台端末や通信環境の整備・維持、ＩＣＴを活用した教育の振興のための恒常的な国の

支援策の創設に関する意見書についての件についてを議題といたします。西議員。 

 

◎ ８番（西 昭夫） 

 発議第１号、令和４年１２月９日、提出者、相楽東部広域連合議会議員、西昭夫。賛成

者、畑武志議員、梅本章一議員、頭鬼久雄議員、村山一彦議員、鈴木かほる議員、井上武

津男議員、大倉博議員、向出健議員、坂本英人議員、久保憲司議員。ＧＩＧＡスクール構

想による一人１台端末や通信環境の整備・維持、ＩＣＴを活用した教育の振興のための恒

常的な国の支援策の創設に関する意見書について、上記の議案を、別紙のとおり会議規則

第１３条第２項の規定により提出いたします。提案理由、国においては「教育のＩＣＴ化

に向けた環境整備５か年計画」に基づき、平成３０年度からの５年間で、単年度１，８０

５億円の地方財政措置が行われているが、ＧＩＧＡスクール構想におけるＩＣＴ環境の整

備に係る財政措置については、地方公共団体の財政に関わる重大な問題であることから、

機器の更新費用など必要な費用について、恒常的な国庫補助制度が可能となる財政措置を

求めるため提案いたします。ＧＩＧＡスクール構想による一人１台端末や通信環境の整備、

維持、ＩＣＴを活用した教育の振興のための恒常的な国の支援策の創設に関する意見書。

子どもたちが、豊かな創造性を備え、変化の激しい未来社会を自立的に生きていくために、

一人一人の個性や能力に合わせた教育の実現を図るとともに、持続可能で活力のある未来

社会の担い手として、求められる資質や能力を育成する教育環境を整備することは、我が

国の初等中等教育において極めて重要な課題となっています。政府・文部科学省におかれ

ては、こうした点を踏まえ、また、コロナ禍における遠隔授業等の実施を早期に可能とす

るため、令和５年度までとされていた「ＧＩＧＡスクール構想」に基づく整備計画を前倒
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しされ、全国の地方自治体への強力な財政支援を行い、令和３年度までに児童生徒一人１

台端末（タブレット端末）の整備は、全国的にほぼ完了したところです。戦後復興期から

今日に至るまでの、理科教育振興法や産業教育振興法による全国の学校の教育水準の向上

政策が子どもたちの未来を拓き、我が国社会の発展の礎となってきたように、今後、情報

端末を子どもたち一人一人が常時活用できる環境を基盤として教育を推進することは、国

の基幹的な教育政策となったといっても過言ではありません。文部科学省の方針としてデ

ジタル教科書を順次導入していくことが決定していますが、それも全ての児童生徒が情報

端末を使って学ぶ環境が維持されてこそ実現するところです。しかしながら、地方自治体

の財政力は自治体ごとに違いはあるとはいうものの総じて脆弱であり、国の強力な財政支

援がなければ情報端末や通信環境等の整備・維持を、将来にわたって行っていくことは大

変困難です。京都府笠置町・和束町・南山城村で構成する本連合においても財政状況は大

変厳しく、今後見込まれる多額の関係経費の財政確保は厳しい状況にあります。つきまし

ては、今後のさらなる情報教育環境の実現に向け、ＧＩＧＡスクール構想による一人１台

端末や通信環境の整備・維持、その適切な活用に係る環境を整えるため、下記のとおり、

機器の維持・更新、高速ネットワークの維持向上、学習支援ソフトウエア等の購入、機器

の適切な活用促進のための人的条件整備などの恒常的な地方自治体への支援制度を国にお

いて整備されますことを要望いたします。記、１．一人１台端末（タブレット端末）の整

備・修繕・更新、活用に係る通信及び回線速度改善等に係る恒常的な国庫補助金措置を講

じること。２．学習支援ソフトウエア・ハードウェア等の購入経費にかかる支援を図るこ

と。３．通信費に対する財政支援を講じること。４．情報通信技術支援員等（ＩＣＴ支援

員等）の配置及び充実への支援を図ること。５．デジタル教科書無償化及びその活用に対

する支援を図ること。以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。令和４

年１２月９日、相楽東部広域連合議会。宛先、衆議院議長、細田博之殿、参議院議長、尾

辻秀久殿、内閣総理大臣、岸田文雄殿、財務大臣、鈴木俊一殿、文部科学大臣、永岡桂子

殿。よろしくお願いいたします。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。これより討論を行います。４番、

井上議員。 

 

◎ ４番（井上 武津男） 
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 賛成です。それでは、私からＧＩＧＡスクール構想による一人１台端末や通信環境の整

備・維持、ＩＣＴを活用した教育の振興のための恒常的な国の支援策の創設に関する意見

書について、賛成の立場で討論いたします。国は、教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か

年計画を平成３０年より５年間で単年度予算が示されておりますが、その後の機器の更新、

高速ネットワークの維持向上、学習支援ソフトウエアの購入、機器の適切な活用について

は、本来、国が行わなければいけない事案であり自治体が全てを行えないと考え、国の強

力な財政支援を求めるよう要望するものであります。よって、賛成と致します。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 ほかにありませんか。これで討論を終結いたします。これより採決します。発議第１号、 

ＧＩＧＡスクール構想による一人１台端末や通信環境の整備・維持、ＩＣＴを活用した教

育の振興のための恒常的な国の支援策の創設に関する意見書について、原案のとおり決定

することに賛成の方は挙手願います。 

 

（全員挙手） 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 挙手全員です。したがって、発議第１号、ＧＩＧＡスクール構想による一人１台端末や

通信環境の整備・維持、ＩＣＴを活用した教育の振興のための恒常的な国の支援策の創設

に関する意見書については、原案のとおり可決されました。日程第１０、委員会の閉会中

の継続審査及び調査についてを議題といたします。各委員長から、会議規則第７６条の規

定により、お手元に配付の申出一覧表のとおり、閉会中の継続審査及び調査の申出があり

ます。梅本議員。 

 

◎ ９番（梅本 章一） 

 総務委員会から、現状危険な様相のテールアルメ除去工事に関する件につきまして、閉

会中に調査研究の必要性について総務委員の方から申出がありましたので、委員長としま

しては調査を実施したいと考えておりますので、また、日程等決まりましたら連絡させて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

◎ 議長（岡田 勇） 

 今、梅本議員から委員会の申出がありました。事務局と十分協議して日程等を決めまし

て、後日、委員の方には配付をして招集をいたしてもらいます。ただいま、梅本議員から

申出がありましたが、その他の委員会についてはご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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◎ 議長（岡田 勇） 

 異議なしと認めます。したがって各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査及び

調査に付すことに決定をいたしました。以上で、本日の日程は全部終了しました。本日の

会議を閉じます。これをもちまして、令和４年相楽東部広域連合議会第３回定例会を閉会

をいたします。本日はご苦労さまでした。 
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